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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】患者の湾曲した管腔の中へ可逆的に挿入できる
内視鏡器械を提供する。
【解決手段】内視鏡器械の可撓性スリーブ１０は、一部
分が折畳スリーブ部１９内に封入されるようにしてコン
パクトに折り畳まれて配設される。コンパクト折畳スリ
ーブ部分は、同スリーブ部分の一部分を展開させ、めく
れ返し、同スリーブ部分に管腔１２内を前進（即ち、前
方推進）させるように適合される。コンパクト折畳スリ
ーブ部１９と連通している展開スリーブ部分１８を備え
る。内視鏡器械は、流体１６の供給源に連結され、流体
源からの流体１６を、可撓性スリーブ１０の展開端１８
に進入させ、可撓性折畳スリーブ部（又は折畳部分）１
９に到達させる。これにより、内視鏡器械は、可撓性ス
リーブの膨張によって、患者の下部胃腸管を通って前進
させられる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　管を伸張させるための器械において、
　その内部に折り畳まれた部分を有する折畳式の管と、
　前記折畳部分の一部を前記折畳式の管から外へ展開伸長させるべく前記折畳式の管の中
へ流体を提供するための、前記折畳式の管に連結されている流体源と、を含んでいる器械
。
【請求項２】
　管腔に連結するための容器を更に備えており、前記管は、前記容器内部に折り畳まれて
いて、前記管腔を通って展開伸長するように配置されている、請求項１に記載の器械。
【請求項３】
　患者の結腸を清浄化するための器械において、
　その内部に折り畳まれた部分を有する折畳式の給送管と、
　前記給送管の前記折畳部分の一部を膨らませ、それにより前記給送管を前記患者の前記
結腸の中へ展開伸長させるべく、前記給送管の中へ流体を給送するように配設されている
流体源と、
　前記給送管からの流体の流出を許容する、前記給送管の少なくとも１つの開口と、を備
えている器械。
【請求項４】
　前記流体は、前記管の前記部分に、前記給送管の折畳部のめくれ返り（裏返し）によっ
て展開伸長して前記給送管の展開部を形成するように仕向ける、請求項１から３の何れか
に記載の器械。
【請求項５】
　前記管が展開する際に挿入されるように前記管に連結されている物体を更に備えている
、上記請求項の何れかに記載の器械。
【請求項６】
　前記物体は、中実の物体、少なくとも１つのカメラ、３次元画像作成用のカメラのセッ
ト、超音波センサー、超音波源、放射線センサー、放射線源、を含む群から選択される、
請求項５に記載の器械。
【請求項７】
　直腸の中へ挿入するように構成されている排流チャネルであって、前記給送管は、前記
排流チャネル内部に配置され、前記排流チャネル及び前記直腸を通って前記結腸の中へと
伸長しており、それにより、洗浄液は前記結腸から前記排流チャネルを通って排流される
、排流チャネルと、
　前記排流チャネルに連結されている可膨張性バルーンであって、前記直腸内部で膨らま
され、前記膨らまされたバルーンが前記排流チャネルと一体に前記直腸の中に前記排流チ
ャネルを維持する、可膨張性バルーンと、を更に備えている、請求項２に記載の器械。
【請求項８】
　前記給送管と一体に伸長するように前記給送管の壁に連結されている送達管を更に備え
ている、上記請求項の何れかに記載の器械。
【請求項９】
　前記管からの前記流体の流出を許容するための、前記管の少なくとも１つの開口を更に
備えている、上記請求項の何れかに記載の器械。
【請求項１０】
　管を伸張させるための器械において、
　その展開部分内部に折畳部分を有する折畳式の管と、
　前記折畳部分を前記展開部分から外へ展開伸長させて前記展開部分の延長部とさせるべ
く、前記展開部分の中へ流体を提供するための、前記展開部分に連結されている流体源と
、を含んでいる器械。
【請求項１１】
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　管を伸張させる方法において、
　折畳式の管を、前記管の一部が前記折畳式の管内部に折り畳まれるように折る段階と、
　前記折畳式の管の中へ流体を提供して、前記折畳部分の一部を前記折畳式の管から外へ
展開伸長させる段階と、を含んでいる方法。
【請求項１２】
　流体を中へ導入することによって伸長させることのできる伸長式の管を形成する方法に
おいて、
　折畳式の管を提供する段階と、
　前記折畳式の管の一部を前記折畳式の管内部に折り畳む段階と、を備え、
　それにより、前記折畳部分は、前記折畳式の管を流通する流体によって展開伸長させら
れるように配設されている、方法。
【請求項１３】
　前記折り畳まれた管を容器に取り付ける段階を更に備えている、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　折畳式の管を管腔の中へ導入する方法において、
　管腔の中へ、内部に折り畳まれた部分を有する折畳式の管を挿入する段階と、
　前記折畳式の管の中へ流体を導入し、それによって前記管を膨らませ、前記折畳部分を
前記折畳式の管から外へ展開伸長させることによって、前記管を前記管腔の中へ伸長させ
る段階と、を備えている方法。
【請求項１５】
　前記挿入する段階は、内部に折り畳まれている部分を有する折畳式の給送管を、患者の
結腸の中へ肛門を通して挿入する段階を含み、
　前記伸長させる段階は、
　　前記給送管を、前記給送管の中へ導入された清浄化用の液で膨らませ、前記折畳式の
管に、前記折畳部分の一部を前記折畳式の管から外へ展開伸長させることによって、前記
給送管を前記患者の前記結腸の中へ伸長させる段階を含み、前記方法は更に、
　前記結腸を、前記給送管から前記給送管の開口を介して前記結腸の中へ流入する前記清
浄化用の液で洗う段階と、
　前記洗浄液を前記結腸から肛門を介して排流し、それによって前記患者の前記結腸を清
浄化する段階と、を含んでいる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　送達管を前記管の壁と一体に前進伸長するように前記管の壁に連結する段階と、
　物質を前記管腔の中へ前記送達管を介して導入する段階と、を更に備えている、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１７】
　物体を前記管の壁と一体に前記管腔の中へ伸長するように前記管の壁に連結する段階を
更に備えている、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記物体は、中実の物体、少なくとも１つのカメラ、前記管腔の３次元画像作成用のカ
メラのセット、超音波センサー、超音波源、放射線センサー、放射線源、を含む群から選
択される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記展開した管は前記管腔の壁をマッサージする、請求項１４に記載の方法。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、概括的には、管を伸長させるための器械及び方法、特に結腸を清浄化する装
置及び方法に適した器械及び方法に関し、より厳密には、洗浄液を結腸の中へ供給し、流
出する排流粕を回収することによる結腸清浄化に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　管又は導管、具体的には可撓性の管を、比較的長くて狭いチャネル又は管腔或いは他の
導管の中へ挿入することが望まれる状況は数多くある。その様な管は、医学的及び工学的
な利用で、チャネルの端に流体や器具を送達するのに使用されることがある。目下のとこ
ろ、その様な送達のための方法は、ガイドワイヤを使用すること、又は挿入し易いように
半剛性である管を使用すること、を含んでいる。その様な管の一般的な医学的利用には、
様々な内視鏡的処置、カテーテル留置、及び結腸鏡診査施行前の結腸の清浄化が含まれる
。
【０００３】
　結腸鏡診査の最も不快且つ困難な段階の１つは、診査に先立つ患者の前処理である。こ
の前処理は、患者の腸管及び結腸を清浄化することを伴う。結腸鏡的処置自体の施行中は
、患者は鎮静剤を与えられているため、痛みを感じず、時に検査を覚えていないことすら
ある。しかしながら、前処理は、通常自宅で行われており、相当な困難を来たすこともあ
り得る。
【０００４】
　経口摂取される緩下剤が使用される場合は、大量に飲み干すこと及び／又は味のまずい
製品を飲み干すことが必要になる。使用される厳密な経口摂取メニューは、医師又は患者
の経験、味覚、及び嗜好によって変わる。この往々にして不快且つ場合によっては巧くい
かない前処理経験の１つの帰結は、結腸鏡を施行される患者で、その前処理が不完全であ
るか或いは最適に至っていない状況が生じることである。下手な前処理は、結腸新生物、
特に微小な病変の検出を害するが、それに留まらず、診査される結腸の中の固形物のせい
で大きな腫瘍ですら見落とされる恐れがある。
【０００５】
　結腸清浄化のための従来式の方法で使用されている緩下剤の主な利点は、結腸内の固形
物や液体を正常な排泄方向、即ち小腸から肛門へ向かって、掃き出させることである。糞
便は身体から、この方向に、ヒトの正常な腸運動活動と同様のやり方で排泄される。
【０００６】
　エネマ及び水療法による潅注の様な機械的な清浄化方法では、流体が直腸から小腸の方
向、即ち正常な流れと逆の方向に、導入される。これらの流体は、結腸を上って遠くへ到
達できる能力に限りがあり、典型的には結腸の下３分の１程度しか清浄化できない。
【０００７】
　当技術分野では、患者の結腸から糞便物質を追い払って取り除くための結腸の清浄化に
ついて記載している数多くの先行技術の装置が知られている。それらには、以下のものが
含まれる。
【０００８】
　直腸粘膜組織に接触する連続したフランジを有する挿入式直腸カテーテルを示している
米国特許第４，１８２，３３２号。その様なフランジは、漏れ、刺激、及び組織の感染を
引き起こす可能性が高い。
【０００９】
　米国特許第４，０６７，３３５号は、結腸粘膜組織に接触する連続したリブ付きの挿入
式漏斗を有する糞便回収ユニットを提供している。これらのリブは、漏れを許し、それぞ
れのリブに隣接する組織に超大な圧力を加え、刺激や感染を引き起こしかねない。米国特
許第５，７４１，２３９号は、糞便回収受口及び先細ネック、直腸粘膜組織に接触させる
底の広く平滑なシーリングリム面を有する広いリップのシーリングリング、を提供してお
り、それは挿入のために外部装置を必要とし、広い空間を塞ぎ、直腸区域に不快な感触を
生じさせることになる。
【００１０】
　米国特許第５，９４１，８６０号は、進入端を有する細長く柔弱な袋と、進入端を下部
腸管に固定するために袋の進入端に取り付けられているアンカーと、腸管内でアンカーが



(5) JP 3182553 U 2013.4.4

10

20

30

40

50

傾くのを阻むために、下部腸管の外で且つ身体に隣接して留まるようにアンカーのＯリン
グと離間関係に袋に取り付けられている位置決め器と、を備えている糞便回収器を提供し
ている。この配置構成は、挿入のために外部装置を必要とし、広い空間を塞ぎ、直腸区域
に不快な感触を生じさせることになる。
【００１１】
　直腸又は肛門管区域に装置を挿通するのを支援するべく潤滑剤又はゲルが使用されてき
た。Davis, Jr.への米国特許第３，８８１，４８５号（「Davis」）は、直腸の壁を糞便
のない状態に拭き取って、糞便を肛門から一定の距離離れた結腸及び直腸内に停止保留さ
せることを目的に、肛門を通して上部直腸の中へ挿入するための装置を開示している。同
考案は、肛門を通して上部直腸の中へ挿入する形状に事前に付形されているファイバー装
置である。装置は、拭き取り器に刺激低減用潤滑剤の被覆を施されて、肛門を通り直腸を
通って上方へ挿入される。潤滑剤は、有機不活性水溶性ゲルであれば好適であるが、他の
適した潤滑剤を使用することもできる。
【００１２】
　他の先行技術は、エネマ用の液剤（即ち、好適には緩下剤含有）を、肛門開口部を通し
て結腸の中へ、膨らませたブラダ又はバルーンによって結腸内に保持される適した管を介
して導入する結腸清浄化システム及び方法を開示している。バルーン及び管は、患者の身
体の中へ導入される（即ち、肛門経由で直腸／結腸に至る）。Claytonへの米国特許第４
，４０３，９８２号、Claytonへの同第４，４０６，６５５号、及びMajlessiへの同第４
，８４２，５８３号は、その様な装置の諸例を提供している。しかしながら、それらのブ
ラダ又はバルーン式装置は、ブラダ又はバルーンへの圧力の調整が必要であり、圧力が適
正に調整されなかったなら、患者に傷害が起こるかもしれないという問題を抱えている。
【００１３】
　Chevalierらへの米国特許第５，０４９，１３８号（「Chevalier」）は、身体内部で分
解される先端を有するカテーテルを開示している。同カテーテルは、内ルーメンと内ルー
メンの端に配置されている剛性中実先端とを有する可撓性管状部材を含んでいる。先端（
即ち、円錐形状）は、濡れると滑りがよく、体液に溶け、Ｘ線による所在場所特定のため
に内ルーメンの中へ注入される放射線撮影液を吸収できる材料で形成されている。先端に
は狭い通路が配置されていて、通路はカテーテルを内部器官の中へ挿入するためのガイド
ワイヤを受け入れるように適合されている。
【００１４】
　他の装置には、Abellらの米国特許第６，９８４，２２６号、Meadらの米国特許第５，
１９０，５１９号、Shillingらの米国特許第５，１７６，６３０号、Abellらの米国特許
第５，４０５，３１９号、Leeらの米国特許第５，０１９，０５６号、及びAbellの米国特
許第４，８７４，３６３号に開示されているものが含まれる。それらの装置それぞれの主
要目的は、結腸に停留しているであろう糞便物質を追い払うための液を、患者の肛門を通
して結腸の中へ送達し、追い払われた物質を廃液と共に結腸から除去又は排流して、患者
の腸管を空にすることである。Coxらの米国特許出願第２００７／００１５９６５号は、
結腸内視術目的で結腸を清浄化するには物理的に結腸の奥深くへ進入することが必要であ
ると述べているが、しかしながら、記載されている方法は、半剛性管を使用しており、こ
れでは、事実上の結腸内視術を通常の結腸内視術と並行して又はその前に施行することと
同じになる。
【００１５】
　米国特許第６，９８８，９８８号からは、身体管道の外に固定するためのアンカーユニ
ットと、アンカーに連結されていて、胃腸管を通して推進させるように適合されている内
ユニットに固定された遠位端を有する可撓性スリーブと、を含んでいる内視鏡的検査のた
めの器械が知られている。スリーブは、最初は内ユニットの中にコンパクトな状態（経本
折り）に保持されており、内ユニットが胃腸管の中へ進められるにつれ、内ユニットから
送り出されてゆくように配設されている。
【００１６】
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　先行技術の装置及び方法の制限を克服する、患者の使い勝手がよく且つ効率的な結腸清
浄化装置及び方法がなお必要とされている。具体的には、盲腸から肛門に向かう方向に結
腸を洗うための簡便且つ効率的な方法が必要とされている。
【００１７】
　硫酸バリウムの様な造影剤を結腸の中へ送達することはよく知られている。気体と造影
剤の組合せ送達も知られており、米国特許第５，３２２，０７０号を参照されたい。しか
しながら、結腸のどの特定の部分にバリウムを充填するかに対する制御はいまなお制限さ
れたままである。更に、目下のところ、バリウムと気体の両方の結腸内への組合せ送達の
場合、１つの問題は、結腸に気体が充填されたときに、バリウムの結腸壁被覆特性をどう
やって制御するかということである。
【００１８】
　従来型の内視鏡は、画像化のためのカメラを使用しており、画像化は２次元写真の撮影
による場合が多い。内視鏡の３次元画像化も知られている。例えば、米国特許第６，５０
３，１９５号、同第６，７９８，５７０号、同第６，９４９，０６９号、同第６，７４９
，３４６号、同第６，５６３，１０５号、同第５，７５１，３４１号、同第５，６７３，
１４７号を参照されたい。単純且つ自己誘導式の技法を使用して患者の管腔の中へカメラ
を送達する必要性が存在する。更に、送達後については、単純且つ情報提供性のあるやり
方で管腔の画像を提供する必要性が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】米国特許第４，１８２，３３２号
【特許文献２】米国特許第４，０６７，３３５号
【特許文献３】米国特許第５，７４１，２３９号
【特許文献４】米国特許第５，９４１，８６０号
【特許文献５】米国特許第３，８８１，４８５号
【特許文献６】米国特許第４，４０３，９８２号
【特許文献７】米国特許第４，４０６，６５５号
【特許文献８】米国特許第４，８４２，５８３号
【特許文献９】米国特許第５，０４９，１３８号
【特許文献１０】米国特許第６，９８４，２２６号
【特許文献１１】米国特許第５，１９０，５１９号
【特許文献１２】米国特許第５，１７６，６３０号
【特許文献１３】米国特許第５，４０５，３１９号
【特許文献１４】米国特許第５，０１９，０５６号
【特許文献１５】米国特許第４，８７４，３６３号
【特許文献１６】米国特許出願第２００７／００１５９６５号
【特許文献１７】米国特許第６，９８８，９８８号
【特許文献１８】米国特許第５，３２２，０７０号
【特許文献１９】米国特許第６，５０３，１９５号
【特許文献２０】米国特許第６，７９８，５７０号
【特許文献２１】米国特許第６，９４９，０６９号
【特許文献２２】米国特許第６，７４９，３４６号
【特許文献２３】米国特許第６，５６３，１０５号
【特許文献２４】米国特許第５，７５１，３４１号
【特許文献２５】米国特許第５，６７３，１４７号
【考案の概要】
【００２０】
　本考案は、管を伸長させるための器械及び方法に関し、本器械は、その展開部分内部に
折畳部分を有する折畳式の管と、折畳部分を展開部分から外へ展開伸長させるべく展開部
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分の中へ流体を提供するための、展開部分に連結されている流体源と、を含んでいる。
【００２１】
　本考案は、更に、肛門経由で導入される器械を使用しながらもなお結腸を正常な方向、
即ち盲腸から肛門へ向けて清浄化することを可能にする、方法と器械に関する。具体的に
は、患者の結腸を清浄化するための器械が提供されており、本器械は、その展開部分内部
に折畳部分を有する給送管と、給送管の中へ流体を給送し、流体を用いた展開による給送
管の膨張によって給送管を患者の結腸の中へ前進させるように配設されている流体源と、
給送管からの流体の流出を許容する、折畳部分の少なくとも１つの開口と、を含んでいる
。
【００２２】
　給送管の膨張の結果、給送管の展開部は幅を殆ど変化させずに長さが増加するのが好適
である。
【００２３】
　本考案の幾つかの実施形態によれば、給送管の長さの増加は、給送管の折畳部が順次展
開されて給送管の展開部を形成してゆくことにより起こる。本考案の好適な実施形態によ
れば、給送管の長さの増加は、給送管の折畳部がめくれ返って（裏返しになって）給送管
の展開部を形成することによって成し遂げられる。
【００２４】
　本考案によれば、更に、管を伸長させる方法が提供されており、本方法は、管の折畳部
分が管の展開部分内部に置かれるように管を折り畳む段階と、流体源を展開部分に連結す
る段階と、流体を展開部分の中へ提供して、折畳部分を展開部分から外へ展開伸長させる
段階と、を含んでいる。
【００２５】
　本考案の幾つかの実施形態によれば、更に、肛門を有する患者の結腸を洗う方法が提供
されており、本方法は、可撓性で折畳式の膨らませることのできる給送管を肛門を通して
患者の結腸の中へ挿入する段階と、洗浄液を給送管を通して結腸の中へ送り込む段階と、
洗浄用流体を用いた給送管の膨張によって給送管を患者の結腸の中へ前進させる段階と、
洗浄液を結腸から肛門経由で排流する段階と、を含んでいる。
【００２６】
　本考案の目的は、流体の圧力を使用して管を前進させる装置及び方法であって、特に結
腸の清浄化装置で使用するのに適している装置及び方法を提供することである。
【００２７】
　本考案の目的及び利点は、長くて柔らかいスリーブ又は給送管であって、展開すると結
腸の中へ前進し、この給送管を通して結腸の奥深くへ清浄化用の液を導通できるようにな
る、給送管を提供することである。この流体は、次いで、給送管の外を流れ、結腸を清浄
化用の液で患者の盲腸から肛門に向かう方向に洗い、こうして、清浄化を目的とする液の
流れが、一方向に、盲腸から直腸に向かう方向に提供される。
【００２８】
　本考案の更なる態様は、洗浄液を患者の身体から外へ排流するための装置と方法を提供
することである。
【００２９】
　本考案の更なる態様は、処置に先立ち、長くて柔らかい給送管を、同管を展開させると
共に展開しながら結腸内部を進ませる効率的なやり方が確保されるように、折り畳む方法
を提供することである。
【００３０】
　本考案の目的は、先行技術の論じられている問題及び制限を克服することである。本考
案の原理と利点を他の関連の用途（即ち、限定するわけではないが動物を含める）に適用
できるようにすることも本考案の目的である。
【００３１】
　本考案の実施形態によれば、カメラの様な外部の物体は、給送管の結腸内への挿入に続
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いて結腸の中へ挿入されてもよいし、給送管の折り畳まれた端に担持されてもよい。
【００３２】
　本考案の他の実施形態によれば、カプセルを給送管に接続すれば、カプセルを結腸の内
部、盲腸まで到達させることができ、その後カプセルを切り離し、肛門に向かって自然に
移動させることもできるし、又は給送管を使用して引っ張り出すこともできる。
【００３３】
　本考案の幾つかの実施形態の目的は、膨らんでゆく給送管を使用して、カメラを患者の
管腔の中へ送達することである。別の目的は、その後の給送管の管腔からの引き出し中に
管腔の画像を捕捉することである。
【００３４】
　本考案の更なる実施形態の１つの目的は、結腸又は他の管腔のどの特定の部分に造影剤
、例えばバリウム、を充填するかに対する制御を改善することである。それらの実施形態
のもう１つの目的は、結腸に気体が充填されたときの造影剤による被覆特性に対する制御
を改善することである。
【００３５】
　更なる実施形態によれば、展開した管は管腔の壁をマッサージすることができる。
【００３６】
　これより本考案を説明してゆくが、本考案をより完全に理解することができるように、
添付の例示的な図を参照しながら、非限定的な例として特に適した結腸の清浄化を例示し
ている特定の好適な実施形態に関連付けて説明する。
【００３７】
　ここで特に図について詳しく触れると、示されている特定事項は、一例であり、本考案
の好適な実施形態を実例を挙げて論じることのみを目的とするものであって、最も有用で
あろうと考えられるものを提示し、そして本考案の原理及び概念的な態様の記述を理解し
易くするために提供されていることを強調しておく。これに関し、考案の構造的詳細事項
を、本考案の基本的理解にとって必要である以上に詳細に示そうという試みはなされてお
らず、当業者には、記述を図面と合わせて考察すれば、本考案の幾つかの形態が実際にど
の様に具現化され得るかが自明となろう。全ての図で、同様の符号は同様の部分を識別し
ている。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本考案により作製され作動する管の、部分的に管腔に通して挿入された状態の概
略図である。
【図２Ａ】本考案の或る異なった実施形態による、容器内部に折り畳まれている給送管の
概略断面図である。
【図２Ｂ】本考案の別の異なった実施形態による、容器内部に折り畳まれている給送管の
概略断面図である。
【図２Ｃ】本考案の更に別の異なった実施形態による、容器内部に折り畳まれている給送
管の概略断面図である。
【図２Ｄ】本考案の幾つかの実施形態による、ストロー様の管の助けを借りて排流チャネ
ルの中へ挿入されている給送管の概略側面図である。
【図３Ａ】本考案の或る実施形態による、詰め込まれていた給送管の同心ジグザグ式に展
開してゆくところの概略断面図である。
【図３Ｂ】本考案の或る実施形態による、詰め込まれていた給送管の上下ジグザグ式に展
開してゆくところの概略断面図である。
【図４】本考案の或る実施形態による、一杯に展開した給送管の概略側面図である。
【図５Ａ】本考案の或る実施形態により器械を結腸内へ挿入する場合の５つの段階のうち
の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化の方法及びそれに係る装置の実
施形態を概略的に示している。
【図５Ｂ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
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の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図５Ｃ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図５Ｄ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図５Ｅ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図６】本考案による装置の概略図であり、給送流体の流入と排流の流出を示している。
【図７Ａ】変更を加えた本システムの側面視概略図であり、本考案の或る実施形態による
、排流チャネルのない給送管単体を示している。
【図７Ｂ】変更を加えた本システムの側面視概略図であり、本考案の或る実施形態による
、チャネルを肛門内に引き留めるための膨らまされたバルーンを担持している柔らかい排
流チャネルを有する給送管を示している。
【図７Ｃ】変更を加えた本システムの側面視概略図であり、本考案の或る実施形態による
、患者の外に置かれている膨らまされたエネマの断面図の概略図である。
【図８】本考案の或る実施形態による、管腔の中の管を通して挿入されているカメラ又は
分離可能なカプセルの様な外部の物体の概略図である。
【図９】本考案の或る実施形態による、管腔に通して伸長させた給送管に取り付けられて
いるカメラ又は分離可能なカプセルの様な物体の概略図である。
【図１０】本考案により、３Ｄカメラが導入されている管腔の概略図である。
【図１１】本考案の実施形態により、造影剤が導入されている管腔の概略図である。
【考案を実施するための形態】
【００３９】
　詳細な説明では、本考案が十分に理解されるようにするため、数多くの特定の詳細事項
が述べられている。しかしながら、それらは特定の実施形態であり、本考案は、本明細書
に記載され特許請求されている本考案を特徴付ける特性を具現化する異なったやり方で実
践されてもよいことが、当業者には理解されるであろう。
【００４０】
　本考案は、管を、管腔又は他の導管に通して、当該管を流通する流体源からの圧力を受
けて伸長させるための器械及び方法に関する。管は、流体、例えば清浄化用の流体又は薬
剤のみを担持することもできるし、管腔又は導管内部の場所に送達されるべきカメラの様
な装置、或いは錠剤、粉末、放射線源などの様なその他の物質又は物体、を担持すること
もできる。これは、その展開部分内部に折畳部分を有する折畳式の管を提供し、展開部分
の中へ流入してゆく流体が展開部分を展開部分から外へ展開伸長させることによって達成
される。
【００４１】
　まず図１を参照すると、本考案により作製され作動する管又は給送管１０の、部分的に
管腔１２に通して挿入された状態の概略図が示されている。管１０は、元は容器１３内部
のそれ自身の内部に折り畳まれている。容器１３は、流体１６の供給源に連結されている
。管１０を、例えば導管又は管腔１２に通して伸長させることが望まれると、流体源から
の流体１６が管１０の展開端１８に進入させられる。展開端１８は、容器１３の縁の周り
に巻き付けられて、管を固定し、流体が流通するときに管が容器１３から滑って外れない
ようにしているのが好適である。以下に詳細に説明されているように、管１０は、流体が
徐々に流通するにつれ、展開部分１８’に隣接する折畳部分１９が徐々に管の折畳部分か
ら外向きに展開し、既に展開した部分の延長部となり、こうして展開部分を長さ方向に伸
長させてゆく様なやり方で、管自身の内部に折り畳まれている。管１０は、管１０が展開
する際に実質的にその直径を変化させずに伸張するのに十分な強度と可撓性の材料で形成
されているのが好適である。
【００４２】
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃは、給送管１０３が膨らまされる前の、円筒形容器１０４



(10) JP 3182553 U 2013.4.4

10

20

30

40

50

内部に事前に詰め込まれている給送管１０３の考えられる詰め込み姿の幾何学形状の３つ
の例を概略的に示している。３つの図のそれぞれでは、給送管１０３の近位端部分２０１
は、容器１０４の近位（右側）縁の上へ折り返されている。よって、給送管１０３は、そ
の端部分２０１から始まり、容器１０４の右縁の上へ折り返され、容器１０４の左端に向
かって容器１０４の内壁に沿って整列している。この部分は、既に展開されていて、給送
管１０３の展開部１２３として表されている。給送管１０３は、給送管１０３の折畳（詰
込）部１１７として更に続いている。図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃに見られる様に、給送
管１０３の折畳（詰込）部１１７は、給送管１０３の展開部１２３内部に配置されている
。
【００４３】
　給送管１０３を管腔の中へ導入するための容器１０４の使用には代替がある。１つの代
替は、カップから飲むのに通常使用されるストローに非常によく似た外観と感触の半剛性
管である。図２Ｄに示されている様に、ストロー様の管１６７はその遠位（左）端に給送
管１０３を担持しており、給送管１０３をストロー様の管１６７を介して膨らませること
ができるようになっている。伸長中又は給送管が一度一杯まで伸長させられてから、流体
を排流することが望まれると、給送管を管腔の中に配置されている排流チャネル１０１を
通して管腔の中へ挿入することができる。ストロー様の管１６７は、排流チャネル１０１
の中へ導入され、更にチャネル１０１を通して、図２Ｄに見られる様にストロー様の管１
６７がチャネル１０１の遠位（左）端から突き出るまで押し進められる。ストロー様の管
１６７は、給送管１０３の展開部１２３よりずっと細くなっているのが好適である。この
幅の差は、給送管１０３の展開部１２３が排流チャネル１０１内部に配置されている状況
に比べ、排流チャネル１０１を通して排流するための通り道を広く残せる。破線は、これ
らの線が図面の枠を越えて続いていることを表している。
【００４４】
　図３Ｂは、流体源（図示せず）からの流体による給送管１０３の膨張の進行中、給送管
１０３が左に向けてどんどん遠くへ伸長（前進）してゆくようにして展開する給送管１０
３の詰込（折畳）部１１７のジグザグ構造を概略的に示している。展開部１２３内部の折
畳部１１７の最も左の折れが、給送管１０３の展開部１２３の最も左の縁の上へめくれ返
り（反転し）、裏返しになる。それは、めくれ返って展開しながら、膨らんで、給送管１
０３の展開部１２３の追加の分節になってゆく。給送管１０３の展開部１２３が左向きに
伸長することで折畳部１１７もそれに応じて左へ引っ張られる。これは、折畳部１１７と
展開部１２３の２つの部分が、トポロジー的には、給送管１０３を形成する単一の柔らか
いトポロジー的に円筒形のスリーブになっているからである。換言すると、給送管１０３
は、その折畳分節１１７とその展開分節１２３の両方を備えている。給送管１０３が左向
きに更に伸長してゆくとき、（単一の折れの）この展開段階が基本的に順次に何度も繰り
返され、給送管１０３は靴下の様に裏返しにされ続ける。
【００４５】
　給送管１０３は、そのトポロジーは円筒形であるが、必ずしも形状が厳密に円筒形でな
くてはならないというわけではない。図３Ａは、給送管１０３の非円筒形の形状オプショ
ンを示している。図３Ａでは、給送管１０３の展開分節１２３の少なくとも一部は、スリ
ーブの長さに沿って準周期的に可変の断面を有している。より具体的には、給送管１０３
の当該部分は、連なったソーセージ（数珠）式に、狭まったネックで区切られてネックと
交互になっている複数の出っ張った（拡幅）区間を備えている。それらの区間とネックの
周期と幅の両方はスリーブに沿って変化していてもよい。図３Ａは、給送管１０３の折畳
部１１７も示している。折畳部１１７は、給送管１０３の展開分節１２３内部の可変幅の
同心ジグザグ構造として描かれている。
【００４６】
　図３Ｂの円筒形の給送管１０３と比較した利点として、図３Ａに示されている給送管１
０３の連なったソーセージ（数珠）構造は、管１０３が膨らまされながら管腔を通って伸
長してゆく間の給送管１０３の可撓性と可動性を改善する。よって、連なったソーセージ
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の形状は、給送管１０３が直線状ではない管腔、例えば巻いている結腸の中へ伸長するの
を容易にする。加えて、給送管１０３の円筒形の形状に比べ、給送管１０３の数珠（連な
ったソーセージ）形状は、円筒形の給送管１０３が屈曲したときに形成される捩れの鋭利
な角によって組織の刺激が引き起こされる機会を減らす。
【００４７】
　構造と進行過程の両方の例示として、図３Ａは、連なったソーセージ形状の構造の一部
でまだ展開されていない部分も概略的に示している。図３Ａは、折り畳まれた状態から展
開された状態への移行を描いている。給送管１０３の詰込（折畳）部１１７は、給送管１
０３の膨張の進行中、給送管１０３が左に向けてどんどん遠くへ伸長するようにして展開
してゆく。この膨張の進行過程の１つ１つの段階は次の様に起こる。展開部１２３内部の
折畳部１１７の最も左の折れが、給送管１０３の展開部１２３の最も左の縁の上へめくれ
返り（反転し）、展開し、膨らんで（即ち、流体が充填されて）、図３Ａに示されている
給送管１０３の展開部１２３の数珠の最も左の丸い玉になる。給送管１０３の展開部１２
３が左向きに伸長することで折畳部１１７もそれに応じて左へ引っ張られるが、これは、
１１７と１２３の２つの部分が、トポロジー的に、単一の柔らかい円筒形スリーブである
給送管１０３になっているからである。更に伸長してゆくとき、（単一の折れの）この展
開段階が基本的に順次に何度も繰り返され、給送管１０３は、ちょうど図３Ｂに示されて
いる様に、靴下の様に裏返しにされ続ける。
【００４８】
　給送管１０３が作られている材料は、その膨張時に加えられる圧力では有意に引き伸ば
されないものであるのが好適である。この材料は、典型的には、よくあるサンドイッチバ
ッグと同様の肌理を有していてもよい。この様にして、給送管は、実質的に直径を増加さ
せずに展開／膨張させることができる。同時に、給送管の材料は、給送管を、拡げられる
管腔の曲がりや折れに適合させ易くする限定された伸張性を有していてもよい。結腸の清
浄化に使用するための給送管１０３の典型的な直径は１２ｍｍである。その長さは、典型
的には、肛門から盲腸までの結腸の長さよりも短い。
【００４９】
　給送管はその遠位端が開口されていて、それを膨らませる流体が管の前記端から出てゆ
けるようになっていることが理解されるであろう。代わりに、給送管の遠位端は、図４に
示されている様にシールされていて、１つ又はそれ以上の出口孔又は開口１０８が給送管
１０３に開けられていてもよい。その場合、流体は給送管１０３の出口孔から管腔又は排
流チャネルの中へ流れ出ることができる。代替的又は追加的に、選択された大きさの開口
１０８が、給送管１０３の特定の各部分又は長さに沿って形成され、流体を管腔に沿って
事前に選択された距離を空けて流出させるようにしていてもよい。
【００５０】
　本考案による管を異なった目的で異なった管腔の中へ挿入する、異なった挿入方法を、
単に非限定的な例として、これより説明する。結腸及び膨張流体の排流が望まれる他の場
所を清浄化する（洗う）のが目的である場合、図６に示されている様な剛性排流チャネル
１０１を利用することができ、排流チャネル１０１は挿入道具１０１とも呼称される。剛
性排流チャネル１０１は、基本的には円筒形で、左側のその先導（遠位）端に向かって僅
かに狭まっており、一方、右側のその追従（近位）端に向かって拡がっている。給送管２
３は、それを支持し案内する働きをする排流チャネル１０１を介して管腔の中へ挿入され
る。チャネル１０１は、その全長に沿って、チャネル１０１内部を通される給送管２３よ
りずっと幅広である。換言すると、剛性排流チャネル１０１内部に給送管２３がある場合
、図６に概略的に示されている様に、排流のための通り道は広く残る。
【００５１】
　図５Ａから図５Ｅは、提案されている結腸清浄化の方法及びそれに係る装置の幾つかの
実施形態を概略的に示している。それらの図では、上述されている剛性排流チャネル１０
１が、給送管１０３を患者の直腸３１に固定するのに採用されている。剛性排流チャネル
１０１の或る実施例は以下の寸法を有し、即ち、長さは１４ｃｍ、外径は右側の追従（近
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位）端が２４ｍｍで、漸減して左側の先導（遠位）端が２０ｍｍ、壁厚さは１．０ｍｍ乃
至２．０ｍｍである。典型的に、剛性排流チャネル１０１の材料は、従来型の剛性プラス
チックである。
【００５２】
　図５Ａに見られる除去できるキャップ３２８が、剛性チャネル１０１の先導縁を覆って
いるため、剛性排流チャネル１０１の肛門３１への挿入は円滑になる。キャップ３２８を
作る１つのやり方は、チャネル１０１の先導縁を成形可能な材料で被覆して、材料を固ま
らせることによる。代わりのやり方では、キャップ３２８は、チャネル１０１とは別に形
成される。例えば、キャップ３２８は、キャップ型（金型）に水を充填し、その水を凍ら
せることによって、氷で作ることができる。その様な別に作られた氷のキャップ３２８は
、冷凍保存され、使用の直前に剛性排流チャネル１０１の先導端に差し込まれる。キャッ
プ３２８は、肛門３１の中へ挿入されると、融解、軟化、又は溶解する材料で作られてい
る。好適には、キャップ３２８の材料は氷である。キャップは、剛性チャネル１０１の先
導（左）縁をチャネル１０１の内側か外側の何れかから又は両方から覆うことができる。
氷のキャップ３２８が剛性チャネル１０１の縁を内側から覆っている場合、氷はチャネル
１０１に図５Ａの様に先導（左）縁から数ミリメートルの深さに充填される。
【００５３】
　処置が開始されると、剛性チャネル１０１がその先導縁に氷のキャップ３２８を着座さ
せた状態で肛門３１の中へ挿入される。次いで、温かい体温の液が右から左へ剛性チャネ
ル１０１を経由して身体の中へ送り込まれる。温かい液は、図５Ｂに示されている様に、
氷のキャップ３２８を剛性チャネル１０１から左へ身体の中へと押し出し、氷のキャップ
を少なくとも部分的に溶かす。氷の代わりに、キャップ材料は一般的な座薬に使用されて
いるものの１つであってもよく、挿入してからの無くなり方は異なったメカニズムを有し
ていてもよい。
【００５４】
　剛性排流チャネル１０１の挿入を円滑にするためのもう１つのやり方は、図５Ａに示さ
れているキャップ３２８を、氷よりも耐久性のある材料、例えばプラスチックで作ること
である。その場合、キャップ３２８は、チャネル１０１の端の所定の場所から除去できて
、患者の身体から抜去できるものでなくてはならない。この目的では、キャップ３２８は
、剛性排流チャネル１０１の中を液の流れによって引き戻されるように十分に小さい分節
で構成されることになろう。キャップは、この目的のためにチャネル１０１の中に発生さ
せた液の波によって剛性排流チャネル１０１から前方へ左に向かって押し出されるとばら
ばらになる。波は、手動的に、ピストンの押し出し、球シリンジの圧搾、フリートエネマ
型装置、又は同様のやり方で、発生させることができる。次いで、液が右に向かって戻る
方向に直腸３０からチャネル１０１を通って排流される際、キャップの各分節は、（最終
的に排流される液が多くなると）液の流れと一体に剛性排流チャネル１０１を通って汚物
入れの中へ浮動してゆく。
【００５５】
　排流チャネル１０１を肛門３１にしっかり固定して、流体の漏れを防止するために、可
膨張性のバルーン２１が直腸３０内部に挿入されていてもよい。図５Ｃでは、直腸内部に
ある剛性排流チャネル１０１部分は可膨張性のバルーン２１に取り付けられており、当該
バルーンは、排流チャネル１０１が肛門から抜け出てゆかないようにするために、直腸内
部で外部のポンプによって膨らまされる。図５Ｃは、バルーン２１を膨らませるための、
シリンジの様なポンプ装置１５を示している。圧力提供用の管１７が膨張用の液体又は気
体をポンプ装置１５からバルーン２１へ導いている。圧力提供用の管１７の直径は、典型
的には、０．５ミリメートルから２．０ミリメートルの間である。管１７は、固定接続、
例えば膨張虚脱管であってもよい。この様にして、ポンプ装置１５は、処置の開始時にバ
ルーンを膨らませて必要なシールを作り出すことができ、また処置の終了時にバルーン２
１を萎ませるのに使用することができる。バルーン２１が過早に萎むのを防止するための
一方向弁（図示せず）をポンプ装置１５とバルーン２１の間に設置するのは随意である。
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必要時、その様な一方向弁を手動で開けると、バルーン２１が萎む。膨らまされたバルー
ン２１は、剛性排流チャネル１０１と一体では、剛性排流チャネル１０１単独よりも、典
型的に２０－４０ｍｍだけ幅が広くなる。換言すると、膨らまされたバルーン２１は、剛
性排流チャネル１０１の幅に典型的に２０－４０ｍｍを付け加える。このバルーン２１に
よって加えられた割増幅が、剛性排流チャネル１０１が肛門３１から抜け出ないようにす
るのに助けとなる。バルーン２１は、図５Ｃ及び図５Ｅに示されている様に、剛性排流チ
ャネル１０１を、同チャネル１０１のトポロジー的に円形の先導（左）縁に近接して一周
するリング形状ドーナツ型であるのが好適である。リング形状のバルーン２１が萎まされ
ると、基本的に円筒形のチャネル１０１を囲む可膨張性のカフの様に見える。従って、バ
ルーン２１がリング形状である場合、それを可膨張性のカフ２１と呼称してもよいであろ
う。剛性排流チャネル１０１の肛門管３１への挿入中、萎まされ折り畳まれた可膨張性の
カフ２１は、好適には、図５Ａに示されている除去できるキャップ３２８の下に保持され
る。
【００５６】
　リング形状のバルーン２１は、図５Ｅに見られるシース５２３を用いて剛性排流チャネ
ル１０１に取り付けられていてもよい。シース５２３は、随意的に、チャネル１０１に糊
付けされるか、それ以外のやり方でチャネルに貼着されている。代わりに、シース５２３
は、少なくとも一時的にチャネル１０１から外されていてもよい。シース５２３は、実施
形態によっては剛性又は柔軟性の何れであってもよい。シース５２３の外（近位、最右）
縁は、手で取り扱い易くなるように、排流チャネル１０１を一周している硬いリング１１
６に取り付けられている。シース５２３を省略するのは随意である。本例では、リング形
状のバルーン２１と硬いリング１１６は剛性排流チャネル１０１に直接取り付けられてい
る。
【００５７】
　直腸の外の排流チャネル１０１部分を、排流チャネル１０１が直腸の中へあまりに遠く
まで行ってしまわないようにするのに助けとなる別の膨らまされたバルーン（図示せず）
に取り付けるのは随意である。具体的には、その様なバルーンは、リング形状とすること
ができ、図５Ｅに見られるシース５２３のリング１１６と肛門３１の間の区域に取り付け
られることになる。
【００５８】
　給送管１０３の膨張が開始される前、給送管１０３は、図５Ｄ及び図５Ｅに示されてい
る様に、剛性排流チャネル１０１から後方へ鋭角で分岐している剛性給送保持器１０９の
中へ挿入されている剛性容器１０４に詰め込まれる。膨らまされると、給送管１０３は、
図５Ｅに示されている様に、容器１０４から外へ展開し、剛性給送保持器１０９を経て、
更に排流チャネル１０１を経て、直腸３０の中へ、そして更に結腸１０７の中まで伸長す
る。剛性給送保持器１０９の内径は、典型的には、給送管１０３の展開分節１２３の外径
より、僅かに、例えば１．０ｍｍ又は２．０ｍｍだけ大きい。容器１０４の材料は、典型
的には、従来型の剛性プラスチックである。剛性給送保持器１０９は、典型的には、排流
チャネル１０１と一体形成されるか又は同チャネルにしっかりと固着されていて、同一材
料で作られている。
【００５９】
　結腸を洗うための液は、図５Ｄに見られる様に、溜め３０２に貯留されている。小ホー
ス１０５が洗浄液を溜め３０２から下へ給送管１０３の中まで導いている。洗浄液は、自
重圧力を受けて小ホース１０５内部に流れ落ちる。換言すると、液は重力に引っ張られて
ゆく。代わりに、所望に応じてポンプ（図示せず）を提供し、流体を溜め３０２から給送
管１０３の中へ送り込むようにすることもできる。給送管１０３は、図５Ｄには、排流管
１０１を通って直腸３０の中へ進められようとしているところが示されている。
【００６０】
　給送管１０３の結腸１０７への前進のメカニズムは、給送管１０３に溜め３０２からの
洗浄液が充填されてゆく際の給送管１０３の膨張と展開によるものである。膨張圧は、通
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常のエネマで使用されている圧力に匹敵するものであって、より一般的には、大気圧より
約０－１atm高い圧力とすることができる。給送管１０３の膨張は、給送管１０３の幅を
殆ど変化させずに給送管１０３を伸長させる（長さを増加させる）。給送管１０３のこの
長さの増加は、給送管１０３の折畳部１１７が給送管１０３の展開部１２３へと順次に展
開してゆくせいで起こる。順次展開は、給送管１０３のめくれ返りによって、換言すると
給送管１０３の折畳部１１７が給送管１０３の展開部１２３へと裏返しにされてゆくこと
によって、成し遂げられるのが好適である。給送管１０３の折畳部１１７が給送管１０３
の展開部１２３内部に置かれていることが不可欠である。換言すると、めくれ返りは、靴
下を裏返しにする様なものである。但し、靴下とは違って、外側の部分である給送管１０
３の展開部１２３は、膨らまされると膨張の圧力を受けて基本的に管の形状を呈するもの
であって、柔らかいホースのように挙動する。この様にして、給送管１０３は、実質的に
給送管１０３と管腔壁との間の摩擦なしに、結腸を通って伸長することが理解されるであ
ろう。折畳部１１７と展開部１２３の間の摩擦を最小限にするのも重要である。この摩擦
は、主に、巻いている管腔の曲がり箇所で発生する。それは、折畳部１１７と展開部１２
３の間の（管に沿った）接点の長さに伴って劇的に生じる。従って、この長さを、折畳部
１１７の詰め込みを管に沿って可能な限りコンパクトにすることによって最小化するのが
好適である。換言すると、巧く詰め込まれていれば、展開部１２３内部の折畳部１１７の
引きずりは最小限になるはずである。例えば、図２Ａに示されている詰め込み構造は、図
２Ｂ及び図２Ｃに示されているものに比べると、引きずりが大きくなってしまうことが容
易に分かる。本考案の好適な実施形態では、給送管の膨張中、詰め込みはコンパクトに維
持されている。具体的には、巧い詰め込みの判定基準は、次のとおりであり、即ち、膨張
中、折畳部１１７によって実現される最大の大きさが、展開部１２３の最大長さよりずっ
と小さくなくてはならない、ということである。
【００６１】
　図５Ｅでは、給送管１０３は、肛門管３１を経由して結腸１０７の中へ進められようと
するところが示されている。前進の進行過程で、給送管１０３には溜め３０２から洗浄液
が充填され、液は給送管１０３の図７の孔１０８の様な単数又は複数の出口孔が開口して
いる長さに到達する。次いで、洗浄液は、給送管１０３の出口孔から外へ流れ出て結腸１
０７の中へ入り、給送管１０３の外を排流チャネルに向かって盲腸から肛門の方向に戻る
ことによって結腸１０７を洗う。洗浄液は、直腸３０を出て剛性排流チャネル１０１を経
由し更に排流ポート１０６を経てホースを通り、ホースから汚物システムの中へ排流され
る。洗浄液は、給送管１０３を通って内方へ肛門３１から結腸１０７の中へと流れ続け、
給送管１０３の外を結腸１０７を通って肛門に向けて還流し続け、こうして結腸１０７を
洗う。洗浄液は、給送管を通って結腸の中へ、実質的に結腸に沿った如何なる場所へも流
れ出るように配設できることが理解されるであろう。しかしながら、本考案の配設は、特
に洗浄液を実質的に盲腸へ提供するのに適しており、それによって、実質的に結腸全域の
非外傷性の清浄化がもたらされるが、これは、水が肛門から結腸の中へ押し進められるた
めにあまり多くの水が盲腸に到達せず、また細菌フローラの保護にとって問題をはらむ、
従来型の洗浄装置では成し得られないことである。
【００６２】
　液を、右から左へ、剛性チャネル１０１経由で身体の中へ送り込むことは、様々なやり
方で行えることが理解されるであろう。１つのやり方は、液を剛性給送保持器１０９経由
で供給することである。もう１つのやり方は、液の通行を排流ポート１０６を介して２つ
の通路に分けることであり、一方の通路は排流の流出用、他方の通路は送り込み用とする
。一方又は両方の通路を閉じるには一方向弁やクランプなどを使用すればよい。送り出し
用の液は溜め３０２から供給することができる。送り込みに激しい波が必要であれば、そ
れらの波は、手動的に、ピストンの押し出し、球シリンジの圧搾、フリートエネマ型装置
、又は同様のやり方で、発生させることができる。
【００６３】
　剛性排流チャネルが常に要求又は所望されるとは限らないことが理解されるであろう。
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図７Ａは、排流チャネルの恩恵を一切受けずに、給送管１０３を肛門経由で直腸の中へ直
接挿入する場合を示している。給送管１０３の容器１０４は、小ホース１０５を介して液
溜め３０２に連結されている。重力により溜め３０２から液が流れてくると、給送管１０
３の展開部分１１７が上述のように徐々に展開してゆく。
【００６４】
　図７Ｂは、図５Ｅに示されている剛性排流チャネル１０１の代わりに使用することので
きる柔軟性の（柔らかい）排流チャネル２３を示している。チャネル２３は、基本的に柔
らかいスリーブであり、パススリーブ２３とも呼称される。剛性排流チャネル１０１の様
に、パススリーブ２３は、洗浄液と糞便を身体から外へ排流するのに使用されている。但
し、剛性排流チャネル１０１とは違って、パススリーブ２３を介する排流は、少なくとも
一部には、直腸及び括約筋の筋肉の自然運動により、また肛門管の自然開口部により達成
される。パススリーブ２３は、チャネル２３の遠位端の円形縁を縁取っている膨らまされ
たドーナツ型リング形状のバルーン２１に取り付けられていることが示されている。リン
グ形状のバルーン２１は、可膨張性のカフ２１とも呼称され、直腸３０内部に挿入された
後に膨らまされ、パススリーブ２３の先導端を直腸３０内部に引き留める。
【００６５】
　次に図７Ｃを参照するが、本図は、実演目的で、患者の外に置かれたパススリーブ２３
の概略断面図であり、取り付けられているドーナツ型リング形状のバルーン２１が膨らま
されたときの断面図である。排流粕を廃棄することが目的の場合、パススリーブ２３の近
位端２４は容器（図示せず）又は汚物ホースに接続されることになる。エネマを目的とす
る場合、パススリーブ２３の近位端２４は、液が充填されたバッグに接続されることにな
る。排流廃棄とエネマの両方同時を目的とする場合、パススリーブ２３の同じ近位端２４
に対し両方の接続が形成される。２つのホースはそれらを締め付けることによって閉鎖す
ることができ、これは、大抵、二者択一的に一度に一方ずつなされる。何れのやり方も、
パススリーブ２３の近位端２４の下流排流槽への接続は、従来型の配管接続具２５を用い
て実施される。
【００６６】
　ドーナツ型リング形状のバルーン２１は、一杯まで膨らまされたとき、３０ミリメート
ルから８０ミリメートルの間の内径を有しているのが好適である。その外径は、その内径
よりも、典型的には５ミリメートルから４０ミリメートルだけ大きい。図７Ｃの様に、パ
ススリーブ２３の直径は、典型的には、ドーナツ型バルーン２１の内径に近く、よって、
典型的には３０ミリメートルから８０ミリメートルの間の範囲にある。パススリーブ２３
の直径は、スリーブに沿って均一でなくてはならないわけではなく、むしろ、様々な要件
に応じて変えて設計されていてもよい。従って、図７Ｃのパススリーブ２３の円筒形の形
状は、非制限的な例に過ぎない。ドーナツ型バルーン２１の膨らまされたリングは厳密に
円形でなくてもよく、その断面についても同様である。ドーナツ型リング形状のバルーン
２１は、液体で、その一杯の体積より小さく膨らますことができる。その様な不完全膨張
であれば、バルーン２１には、それが置かれる直腸の様な身体管道の形状に適合させるの
に十分な柔らかさがある。こうすれば、管道の刺激が最小限になる。
【００６７】
　図７Ｂは、パススリーブ２３内部を通って直腸３０に入れられた給送管１０３を示して
いる。その後、給送管１０３は、膨張によって更に結腸の奥深くへ、剛性排流チャネル１
０１を通して同じく結腸の中へ伸長させられるのと同様のやり方で、伸長させられる。次
いで、給送管１０３は、洗浄液を結腸の中へ導く。括約筋がパススリーブ２３を締め付け
、その結果、パススリーブ２３内部に通されている給送管１０３を通る液の流れが閉じる
のを防ぐために、給送管１０３より幅広の剛性管が肛門内部のパススリーブ２３の中へ挿
入される。給送管１０３は、パススリーブ２３の中にあるこの剛性管内部を通される。
【００６８】
　剛性管は、給送管１０３を結腸１０７の中へ通すことと排流を結腸から外へ通すことの
両方の働きをするように十分に広く作られている。この二重の役割では、この剛性管は剛
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性排流チャネル１０１に極めて似ている。従って、この剛性管は、ここでは、同じ用語と
符号番号を使用して剛性排流チャネル１０１と呼称される。同じ処置で、排流は剛性排流
チャネル１０１とパススリーブ２３の両方を介して運び出すことができる。パススリーブ
２３は、剛性排流チャネル１０１を詰まらせ得る大きな糞便塊を排流するのに好適である
。対照的に、剛性排流チャネル１０１は、液状の排流並びに小乃至中の大きさの糞便塊に
好適である。大きな糞便塊が剛性排流チャネル１０１を詰まらせると、直腸に向かう逆方
向の液の波を使用してチャネル１０１の詰まりを除去する。必要なら、詰まり除去の処置
は、詰まりを生じさせている物質がパススリーブ２３を通って出てゆくまで繰り返される
。
【００６９】
　清浄化が開始される前に、剛性排流チャネル１０１は可膨張性のカフ２１及びパススリ
ーブ２３の先導端と一体に、剛性排流チャネル１０１について以上に説明されているキャ
ップ３２８と同様の氷のキャップ又は他の除去できるキャップの助けを借りながら、肛門
３１の中へ挿入される。パススリーブ２３の部分は、剛性排流チャネル１０１の外面に沿
って並んでいる。肛門３１の中へ円滑に挿入するために、基線はパススリーブ２３のこの
部分の外側を伸びている。
【００７０】
　給送管１０３、パススリーブ２３、及びドーナツ型バルーン２１の材料は、伸張性、特
に膨張圧や処置中に加えられる他の力を受けたときの伸張性が、制限されている。これら
の材料は、典型的には、よくあるサンドイッチバッグと同様の肌理を有している。適した
材料の非制限的な例には、ポリエチレン（好適には低密度ポリエチレン）、ポリプロピレ
ン、及びポリウレタンが含まれる。材料は、妥当な程度に生体適合性であり、中毒性又は
有害な影響を一切及ぼさないか最小限であるものとする。上記のシート材料の厚さは、典
型的には、１０マイクロメートルから１５０マイクロメートルの間を範囲とし、好適には
約４０マイクロメートルである。給送管１０３、パススリーブ２３、及びドーナツ型バル
ーン２１の、シート材料の厚さと性質は、表面に沿って必ずしも均一である必要はない。
漏れはできる限りない方がよいとされるバルーン２１の作製では特にそうであるが、多層
構造のシートを使用することができる。
【００７１】
　給送管１０３、パススリーブ２３、及びドーナツ型バルーン２１を製造するための方法
は様々である。事前に製作された材料シートを卸売から購入してもよい。シートに、適切
な形状のホットワイヤを宛がって加熱し、適当な形状の部品片を作る。次いで、或いは後
で、部品片の適当な縁を加熱しながら、それらを必要に応じて一体に縫って継目を形成す
る。他のよく使われる製造方法は、押出成形又はディップ成形によるものである。部品は
使い捨てであるのが望ましい。
【００７２】
　以上に述べられている様に、本考案による、液体又は気体で膨らませることによって管
腔又は導管の中へ前進させる管は、結腸の清浄化以外の目的に使用することもできる。本
考案の１つの実施形態によれば、図８に示されている様に、管１２３は、適当な管腔の中
で展開させられた後、患者の身体内部の所望の場所へ物体１３６を送達するためのチャネ
ルとして使用し、内視鏡１３５を同管１２３を通して挿入することもできる。物体１３６
は、例えば、カメラ、分離可能なカプセル、光線、Ｘ線、陽電子放射線、及び他の放射能
など、の様な放射線源、又はそこへ送達させようとするその他の物体とすることができる
。
【００７３】
　別の実施形態によれば、図９に示されている様に、展開した管１２３それ自体を内視鏡
として使用することもできる。この場合、物体１４９は、管１２３が展開した際に管腔を
通って挿入されるように管１２３自体に直接取り付けられる。展開した管１２３は、ここ
では、管１２３の端に取り付けられた物体１４９を担持していることが示されているが、
物体１４９は、代わりに、管１２３の長さに沿った何処か他の点に取り付けることもでき
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よう。物体１４９は、例えば、カメラ、分離可能なカプセル、放射線源、又はその他の適
当な物体とすることができる。図９では、管１２３は、その遠位端が閉じられているのが
好適である。対照的に、洗いを目的としている図８では、管１２３は、物体１４９又は洗
浄液、それぞれの送達のために、末（最遠位）端が開口しているのが好適である。
【００７４】
　図９に示されている管１２３の１つの特定の用途は、物体１４９の中に置かれたカメラ
を使用する結腸の視認検査である。検査中、管１２３は、従来型の内視鏡での様に、好適
には徐々に結腸から引き出される。後者の用途では、管１２３はその末端に、検査のため
に結腸の壁を外向きに拡張するのに十分に幅広の断面を含んでいてもよい。換言すると、
管１２３が結腸から徐々に引き出される際に、管１２３のこの幅広部分が壁を外へ拡げ、
同部分を滑って離れてゆく壁部分を視認診察できるようにする。カメラによって視える画
像は、無線で、物体１４９から適当な受像機へ送信される。検査は、カメラからの画像を
記録するビデオ又はスチールが作成された後に行うことができる。
【００７５】
　図１０は、或る形状をしている管４０３に取り付けられている複数のカメラ４０２を概
略的に示している。カメラ４０２の、結腸の他の管腔４０７内への送達は、管４０３の膨
張、即ち以上に説明されている様に管が展開して管腔４０７の中へ前進してゆくことによ
る。管４０３の特性と取り扱いは、給送管１０３について以上に説明されているのと同じ
である。図１０は、管４０３を左に向かって完全に管腔４０７の中へ膨張前進させた後、
管４０３を右に向かって管腔４０７を通って引き出すところを示している。図１０のバル
ーン４０５及び４０８は、基本的に、管４０３の２つの拡幅された部分である。バルーン
４０８は、管４０３の追従（最左）端にある。バルーン４０５は、管４０３に沿って、そ
れらバルーンの特徴的な直径に相当する距離、典型的には数センチメートルの距離で、バ
ルーン４０８に近接している。２つのバルーン４０５と４０８は、カメラ４０２が壁の写
真を撮れるように壁をカメラ４０２から適当な距離に保つために管腔４０７の壁に係合し
ている。
【００７６】
　図示の実施形態では、３つの対になった６つのカメラ４０２が示されている。カメラの
視野は、２つの分かれて拡がって行く点線４０９で表わされている。この例に示されてい
る３対のカメラのそれぞれでは、対になった２つのカメラは視界が重なり合っている。２
つの視野を重ねることで、管腔４０７の壁の３次元（３Ｄ）画像の再現が可能になる（両
眼視差法）。代わりに、３Ｄ画像の再現は、２つのカメラではなく単一のカメラから収集
されたデータにより実施することもできる。例えば、第２のカメラをミラーチェーンに置
き換え、画像データをチェーンの１つの点と別の点から二者択一的に収集するようにして
もよい。更に別のオプションは、単一のカメラが結腸に沿って引き出されてゆく軌道の異
なった点で撮影された単一カメラの複数ショットから３Ｄ画像を再現することである（運
動視差）。更に別のオプションに、米国特許６，５０３，１９５号に記載されている様な
構造化された光深度抽出がある。
【００７７】
　１つ又はそれ以上のカメラからの画像データは、無線式、即ち送信機を介するか、或い
は電気コード又は光ファイバー（図示せず）の様な配線によるかの何れかで、外部のコン
ピュータに送ることができる。図１０の例では、それぞれのカメラ４０２は、管腔の壁を
照らし出すための、ＬＥＤの様な単純な光源を担持している。代替には、深度抽出の場合
の構造化された光源がある。その様な光源は、深度抽出のための画像を記録するカメラか
ら離して置かれるのが好適であるが、とはいえ、同じ面、例えばバルーン４０５及び／又
は４０８の面などに取り付けられてもよい。画像データは、スチールかビデオか、また３
Ｄかそうでないかを問わず、リアルタイムで視認されてもよいし、後で視認するために記
録されてもよい。３Ｄ画像再現方法の記載は、米国特許第６，５０３，１９５号、同第６
，７９８，５７０号、同第６，９４９，０６９号、同第６，７４９，３４６号、同第６，
５６３，１０５号、同第５，７５１，３４１号、及び同第５，６７３，１４７号に見つけ
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ることができる。
【００７８】
　画像データを後で視認するために記録しようとするなら、データ収集は、医師ではなく
看護師又は技師によって行われてもよいであろう。そうすれば、医師の注意を、画像を視
ながら同時に内視鏡を取り扱うよりむしろ視ることに、より徹底的に集中させることがで
きるであろう。３Ｄ画像の視認は、人為的な陰影付け、仮想回転、双眼鏡、偏光眼鏡、又
はその他の好都合な３Ｄ表示法を使用して行うことができる。コンピュータ化された３Ｄ
画像事前処理機能が、ヒトの目による特段の注視が必要であろうとされるスポットを選択
しフラグを付けることであろう。
【００７９】
　次に図１１を参照すると、そこには結腸１０７の医用画像化のための造影剤を送達する
場合の管４０３の使用の概略説明が示されている。この例では、造影剤は硫酸バリウムで
あり、これは「バリウム」とも呼ばれる。バリウムは、結腸画像化のための処置である「
バリウムエネマ」と呼ばれる医用画像化技法では、細かい粒子を水溶液中に懸濁させた懸
濁液として使用されるのが普通である。水溶性造影剤の様な他の造影剤をバリウムの代わ
りに使用することもできる。ここ図１１では、バリウムエネマとは違って、バリウムはバ
ルーン４０５と４０８の間の、結腸１０７の狭い部分しか満たしていない。バルーン４０
５と４０８は、基本的には、管４０３の２つの拡幅された部分である。バルーン４０８は
、管４０３の追従（最左）端にあることが示されている。バルーン４０５は、管４０３に
沿って典型的には数センチメートルの距離でバルーン４０８に近接している。バルーン４
０５及び４０８の結腸１０７内への送達は、管４０３の膨張、即ち以上に説明されている
様に管が展開して結腸１０７の中へ前進してゆくことによる。図１１は、管４０３を左に
向かって結腸１０７の中へ膨張前進させたら、管４０３を右に向かって結腸１０７を通っ
て引き出すところを示している。
【００８０】
　図１１では、バリウムはバルーン４０５と４０８の間の結腸を満たしていることが示さ
れている。こうして、バリウムが充填された結腸の分節は、バルーン４０５と４０８の場
所によってはっきりと画定され、制御されることになる。バルーン４０５及び４０８が結
腸１０７から（右に向かって）引き出されてゆくと、バリウム充填部はバルーンと共に移
動する。この引き出し中、意図的に、引き出されてゆくバルーン４０８の（左方向）後の
結腸１０７の壁に沿ってバリウムを展着させることができる。この壁１０７のバリウムに
よる被覆は、バルーン４０８を結腸壁１０７に沿って滑らせて動かすことにより実現され
る。引き出されてゆくバルーン４０８の（左方向）後の結腸１０７の中へ気体を送り込む
こともできる。すると、結腸１０７の壁のバリウム被覆は、「空気造影バリウムエネマ」
によく似た特別なコントラストを作り出す。図１１の配設の従来式の「空気造影バリウム
エネマ」に勝る１つの利点は、図１１では、バリウムによる壁の被覆がバルーン４０８の
大きさと形状を調節することによって制御できることである。例えば、一般的に、バルー
ン４０８がより小さければ、バルーンの後ろの壁のバリウム被覆部はより厚くなるであろ
う。従来式の「空気造影バリウムエネマ」では、バリウムは、空気の様な気体が結腸の中
へ送り込まれることによって、結腸に沿って押し出される。そのため、従来式のバリウム
被覆形成は、図１１に示されている技法より調整しづらい。
【００８１】
　図１１では、バリウムの様な造影剤は、送達管８６を介し開口部８９を通って結腸の中
へ送達される。送達管８６は、管４０３の管４０３内部に取り付けられていてもよい。管
４０３が結腸の中へ展開してゆく間、送達管８６と管４０３は一体に展開する。これは、
管１０３と８６が、それらの長さに沿って互いに取り付けられているからである。送達管
８６と管４０３が展開する前、それらは一体に詰められている。送達管８６に似た追加の
管を、引き出されるバルーン４０８の（左方向）後の結腸部分への気体の送り込みに使用
することができる。
【００８２】
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　図１１の装置と方法は、結腸エネマ以外の処置や場所、例えば薬剤を導入する場合など
に使用することもできる。管腔の壁への展着の有無を問わず、他の管腔又は導管の中へ伸
長させることのできる折畳管の中又は上の送達管を通せば、様々な物質を提供することが
できる。同様に、折畳管が所望の場所へ展開された後、送達管が十分に強い材料で形成さ
れている場合には当該送達管に緩い吸引を掛け、液又は流体を管腔内部の様々な場所から
引き出させることもできる。
【００８３】
　本考案の別の実施形態によれば、展開した管そのものを、管腔の壁をマッサージするの
に使用することができる。この場合には、管は、管腔の壁に沿うような、又は一度に管腔
の一部がマッサージされるような、寸法とすることができる。マッサージは、伸長させた
管そのものを動かすことによるか、伸長させた管を満たしている流体を通して波を送るこ
とによるか、或いは膨らまされたバルーンの様なマッサージをする物体を、伸長させた管
を満たしている流体を用いて又は通して動かすことにより、提供することができる。
【００８４】
　出願時点で出願者に知られている本考案の好適な実施形態及び最良の態様についての以
上の記述は例示と説明を目的に提示されている。それらの記述は本考案を余すところなく
説明しようとするものでも開示されている厳密な実施形態に限定しようとするものでもな
く、上記教示に鑑み、数多くの修正又は変型が可能であることは明白である。実施形態は
、本考案の原理及びその実際の適用を最適に説明し、それにより、当業者が本考案を様々
な実施形態で、考えられる特定の使用に適応させた様々な修正を施して利用できるように
するために、選定され、記載された。
【００８５】
　ここに引用されている参考文献は、本考案に適用できる多くの原理を教示している。従
って、追加的又は代替的な詳細事項、特性、及び／又は背景技術を教示する上で適切な場
合には、これらの公開の全内容を参考文献としてここに援用する。
【００８６】
　本考案は、その適用については、本明細書に含まれる記述に述べられ図面に示されてい
る詳細事項に限定されないものと理解されたい。本考案は、他の実施形態の余地があり、
様々なやり方で実践し、実施できる。当業者には、以上に記載されている本考案の実施形
態に対し、付随の特許請求の範囲の中で請求項により定義されている本考案の範囲から逸
脱することなく様々な修正及び変更を加えることができることは容易に理解されるであろ
う。
【符号の説明】
【００８７】
　　１０　給送管
　　１２　管腔
　　１３　容器
　　１５　ポンプ装置
　　１６　流体
　　１７　圧力提供用の管
　　１８　展開端
　　１８’　展開部分
　　１９　折畳部分
　　２１　バルーン
　　２３　排流チャネル、パススリーブ
　　２４　スリーブの近位端
　　２５　配管接続具
　　３０　直腸
　　３１　肛門
　　８６　送達管
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　　８９　開口部
　　１０１　排流チャネル、挿入道具
　　１０３　給送管
　　１０４　容器
　　１０５　小ホース
　　１０６　排流ポート
　　１０７　結腸
　　１０８　開口
　　１０９　給送保持器
　　１１６　リング
　　１１７　折畳（詰込）部
　　１２３　展開部
　　１３５　内視鏡
　　１３６、１４９　物体（例えばカメラ）
　　１６７　ストロー様の管
　　２０１　給送管の近位端部分
　　３０２　溜め
　　３２８　キャップ
　　４０２　カメラ
　　４０３　管
　　４０５、４０８　バルーン
　　４０７　管腔
　　４０９　カメラの視野
　　５２３　シース

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図５Ｅ】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【図７Ｃ】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月26日(2011.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、概括的には、管を伸長させるための器械及び方法、特に結腸を清浄化する装
置及び方法に適した器械及び方法に関し、より厳密には、洗浄液を結腸の中へ供給し、流
出する排流粕を回収することによる結腸清浄化に関する。また、本考案は、湾曲した管腔
内での物体の推進、つまりは結腸内での可撓性スリーブの推進に関する。
【背景技術】
【０００２】
　管又は導管、具体的には可撓性の管を、比較的長くて狭いチャネル又は管腔或いは他の
導管の中へ挿入することが望まれる状況は数多くある。その様な管の一般的な医学的利用
には、様々な内視鏡的処置、カテーテル留置、及び結腸鏡診査施行前の結腸の清浄化が含
まれる。
【０００３】
　結腸鏡診査の最も不快且つ困難な段階の１つは、診査に先立つ患者の前処理である。こ
の前処理は、患者の腸管及び結腸を清浄化することを伴う。結腸鏡的処置自体の施行中は
、患者は鎮静剤を与えられているため、痛みを感じず、時に検査を覚えていないことすら
ある。しかしながら、前処理は、通常自宅で行われており、相当な困難を来たすこともあ
り得る。
【０００４】
　米国特許第６，９８８，９８８号は、身体管道の外に固定するためのアンカーユニット
と、アンカーに連結されていて、胃腸管を通して推進させるように適合されている内ユニ
ットに固定された遠位端を有する可撓性スリーブと、を含んでいる内視鏡的検査のための
器械を開示している。スリーブは、最初は内ユニットの中にコンパクトな状態（経本折り
）に保持されており、内ユニットが胃腸管の中へ進められるにつれ、内ユニットから送り
出されてゆくように配設されている。しかしながら、米国特許第６，９８８，９８８号は
、透明な光学窓又はレンズ及び電気光学パッケージを備えた「内ユニット」（又はプロー
ブ）を提供しているのである。
【０００５】
　その様な「内ユニット」は、結腸内を進行する際に困難を来たすことになり、（結腸と
ユニットの間の摩擦力のせいで）結腸全域を通って進行してゆくのではなく結腸内に閊え
て立ち往生する事態が起こる可能性が非常に高いことが、本考案の考案人らによって見い
出された。
【０００６】
　米国特許第６，９８８，９８８号によれば、内ユニットが結腸を通って進行するのを容
易にするために、同ユニットには操舵ユニットが設けられている。その様な操舵ユニット
は、「内ユニット」の寸法を大型化し、結腸を通って進行してゆく際の困難を益々大きく
する。
【０００７】
　よって、摩擦力を最小限にしながら進行を容易にすることのできる内視鏡器械が長きに
亘って今もなお切実に必要とされている。
【０００８】
　また、先行技術の装置及び方法の制限を克服する、患者の使い勝手がよく且つ効率的な
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結腸清浄化装置及び方法がなお必要とされている。具体的には、盲腸から肛門に向かう方
向に結腸を洗うための簡便且つ効率的な方法が必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６，９８８，９８８号
【考案の概要】
【００１０】
　本考案の目的は、患者の湾曲した管腔の中へ可逆的に挿入できる内視鏡器械を提供する
ことであり、前記器械は、
　ａ．近位端と遠位端によって特徴付けられる可撓性スリーブを備えており、前記可撓性
スリーブの前記遠位端は、
　　ｉ．可撓性折畳スリーブ部であって、前記可撓性スリーブの少なくとも一部分が、前
記折畳スリーブ部内に封入されるようにしてコンパクトに折り畳まれて配設されており、
前記コンパクト折畳スリーブ部分は、同スリーブ部分の少なくとも一部分を展開させ、め
くれ返し、こうして同スリーブ部分に前記患者の前記湾曲した管腔内を前進させてゆくよ
うに適合されており、前記折畳スリーブ部は、所定の長さＬfoldによって特徴付けられて
いる、可撓性折畳スリーブ部と、
　　ｉｉ．前記コンパクト折畳スリーブ部と連通している展開スリーブ部分であって、長
さＬunfoldによって特徴付けられていて、前記Ｌunfoldは前記コンパクト折畳スリーブ部
分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返るにつれて増加する、展開スリーブ部分と、を
備えており、
　前記コンパクト折畳スリーブ部分は、単一のトポロジー的に円筒形のスリーブが提供さ
れるようにして前記折畳スリーブ部内に封入されており、
　更に、前記コンパクト折畳スリーブ部分の前記折畳スリーブ部内への封入は、前記コン
パクト折畳スリーブ部分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返ったときに、前記可撓性
折畳スリーブ部が前記湾曲した管腔に関して前進するように提供されており、更に、前記
めくれ返りは、前記展開スリーブ部分の長さＬunfoldを増加させ、その結果、前記可撓性
折畳スリーブ部が前記湾曲した管腔内を自力進行するように提供されている。
【００１１】
　本考案の別の目的は、以上に定義されている内視鏡器械において、流体が前記折畳スリ
ーブ部の中へ導入されて、前記コンパクト折畳部分の少なくとも一部分をめくれ返し展開
させ、そうして同部分が前記湾曲した管腔内を前進してゆくときに、前記所定の長さＬfo

ldは実質的に同じに維持され、その結果、（ｉ）前記折畳スリーブ部、（ｉｉ）前記展開
スリーブ部分、及び（ｉｉｉ）それらの何らかの組合せ、から成る群より選択された（ａ
）少なくとも１つと、（ｂ）前記湾曲したルーメンとの間の長手方向の剪断力が軽減され
、前記折畳スリーブ部の前記湾曲した管腔内の前進を可能にする、内視鏡器械を提供する
ことである。
【００１２】
　全ての図で、同様の符号は同様の部分を識別している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案により作製され作動する管の、部分的に管腔に通して挿入された状態の概
略図である。
【図２Ａ】本考案の或る異なった実施形態による、容器内部に折り畳まれている給送管の
概略断面図である。
【図２Ｂ】本考案の別の異なった実施形態による、容器内部に折り畳まれている給送管の
概略断面図である。
【図２Ｃ】本考案の更に別の異なった実施形態による、容器内部に折り畳まれている給送
管の概略断面図である。
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【図２Ｄ】本考案の幾つかの実施形態による、ストロー様の管の助けを借りて排流チャネ
ルの中へ挿入されている給送管の概略側面図である。
【図３Ａ】本考案の或る実施形態による、詰め込まれていた給送管の同心ジグザグ式に展
開してゆくところの概略断面図である。
【図３Ｂ】本考案の或る実施形態による、詰め込まれていた給送管の上下ジグザグ式に展
開してゆくところの概略断面図である。
【図４】本考案の或る実施形態による、一杯に展開した給送管の概略側面図である。
【図５Ａ】本考案の或る実施形態により器械を結腸内へ挿入する場合の５つの段階のうち
の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化の方法及びそれに係る装置の実
施形態を概略的に示している。
【図５Ｂ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図５Ｃ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図５Ｄ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図５Ｅ】上記の挿入段階の別の１つの段階の概略図であり、提案されている結腸清浄化
の方法及びそれに係る装置の実施形態を概略的に示している。
【図６】本考案による装置の概略図であり、給送流体の流入と排流の流出を示している。
【図７Ａ】変更を加えた本システムの側面視概略図であり、本考案の或る実施形態による
、排流チャネルのない給送管単体を示している。
【図７Ｂ】変更を加えた本システムの側面視概略図であり、本考案の或る実施形態による
、チャネルを肛門内に引き留めるための膨らまされたバルーンを担持している柔らかい排
流チャネルを有する給送管を示している。
【図７Ｃ】変更を加えた本システムの側面視概略図であり、本考案の或る実施形態による
、患者の外に置かれている膨らまされたエネマの断面図の概略図である。
【図８】本考案の或る実施形態による、管腔の中の管を通して挿入されているカメラ又は
分離可能なカプセルの様な外部の物体の概略図である。
【図９】本考案の或る実施形態による、管腔に通して伸長させた給送管に取り付けられて
いるカメラ又は分離可能なカプセルの様な物体の概略図である。
【図１０】本考案により、３Ｄカメラが導入されている管腔の概略図である。
【図１１】本考案の実施形態により、造影剤が導入されている管腔の概略図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　本考案は、管を、管腔又は他の導管に通して、当該管を流通する流体源からの圧力を受
けて伸長させるための器械に関する。
【００１５】
　管は、流体、例えば清浄化用の流体又は薬剤のみを担持することもできるし、管腔又は
導管内部の場所に送達されるべきカメラの様な装置、或いは錠剤、粉末、放射線源などの
様なその他の物質又は物体、を担持することもできる。
【００１６】
　これは、その展開部分内部に折畳部分を有する折畳管を提供し、展開部分の中へ流入し
てゆく流体が展開部分を展開部分から外へ展開伸長させることによって達成される。
【００１７】
　本考案は、患者の湾曲した管腔の中へ可逆的に挿入できる内視鏡器械を提供しており、
前記器械は、
　ａ．近位端と遠位端によって特徴付けられる可撓性スリーブを備えており、前記可撓性
スリーブの前記遠位端は、
　　ｉ．可撓性折畳スリーブ部であって、前記可撓性スリーブの少なくとも一部分が、前
記折畳スリーブ部内に封入されるようにしてコンパクトに折り畳まれて配設されており、
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前記コンパクト折畳スリーブ部分は、同スリーブ部分の少なくとも一部分を展開させ、め
くれ返し、こうして同スリーブ部分に前記患者の前記湾曲した管腔内を前進（即ち、前方
推進）させてゆくように適合されており、前記折畳スリーブ部は、所定の長さＬfoldによ
って特徴付けられている、可撓性折畳スリーブ部と、
　　ｉｉ．前記コンパクト折畳スリーブ部と連通している展開スリーブ部分であって、長
さＬunfoldによって特徴付けられていて、前記Ｌunfoldは前記コンパクト折畳スリーブ部
分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返るにつれて増加する、展開スリーブ部分と、を
備えており、
　前記コンパクト折畳スリーブ部分は、単一のトポロジー的に円筒形のスリーブが提供さ
れるようにして前記折畳スリーブ部内に封入されており、
　更に、前記コンパクト折畳スリーブ部分の前記折畳スリーブ部内への封入は、前記コン
パクト折畳スリーブ部分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返ったときに、前記可撓性
折畳スリーブ部が前記湾曲した管腔に関して前進するように提供されており、更に、前記
めくれ返りは、前記展開スリーブ部分の長さＬunfoldを増加させ、その結果、前記可撓性
折畳スリーブ部が前記湾曲した管腔内を自力進行するように提供されている。
【００１８】
　「約」という用語は、以下では、言及されている値を挟んで上下２５％の範囲を指す。
【００１９】
　先行技術によって答えが得られていないままになっている主な障害の１つは、結腸が相
当に湾曲した管腔であり、よって、結腸を進んでゆく何らかの物体と結腸自体の間には大
きな摩擦力が存在するという事実である。その様な摩擦力は、果たして、前記物体が結腸
全域を通って進行するのを阻む。
【００２０】
　本考案は、その様な摩擦を、流体が前記折畳スリーブ部の中へ導入されて、前記コンパ
クト折畳部分の少なくとも一部分をめくれ返し展開させ、そうして同部分が結腸内を前進
してゆくときに、可撓性折畳スリーブ部に対して実質的に一定した長さ（即ち、Ｌfold）
を維持することによって、克服する。また、本考案の内視鏡器械は、Ｌunfoldをそれが実
質的にＬfoldを上回るように維持し、その結果、（ｉ）前記折畳スリーブ部、（ｉｉ）前
記展開スリーブ部分、及び（ｉｉｉ）それらの何らかの組合せ、から成る群より選択され
た（ａ）少なくとも１つと、（ｂ）前記湾曲したルーメンとの間の長手方向の剪断力（即
ち、摩擦力）が軽減され、前記折畳スリーブ部の前記湾曲した管腔内の前進を可能にする
。
【００２１】
　更に、本考案の内視鏡器械は、可撓性折畳スリーブ部と同スリーブ部内コンパクトで折
り畳まれた配設に包まれているコンパクト折畳スリーブ部分を維持することにおいて、そ
のコンパクトで折り畳まれた配設をばらすのに要する力が、確実に、可撓性折畳スリーブ
部とコンパクト折畳スリーブ部分との間の内部長手方向剪断力（即ち、摩擦力）を実質的
に上回るようにすることによって維持する。
【００２２】
　次に図１を参照すると、本考案により作製され作動する可撓性スリーブ１０を備えた内
視鏡器械１００の、部分的に管腔１２（即ち、結腸）に通して挿入された状態の概略図が
提供されている。
【００２３】
　内視鏡器械１００、より厳密には可撓性スリーブ１０は、元はそれ自身の内部に折り畳
まれている。
【００２４】
　可撓性スリーブ１０は、
　　ｉ．可撓性折畳スリーブ部（１９）であって、前記可撓性スリーブの少なくとも一部
分が、前記折畳スリーブ部（１９）内に封入されるようにしてコンパクトに折り畳まれて
配設されている、可撓性折畳スリーブ部（１９）を備えている。コンパクト折畳スリーブ
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部分は、同スリーブ部分の少なくとも一部分を展開させ、めくれ返し、こうして同スリー
ブ部分に管腔（１２）内を前進（即ち、前方推進）させるように適合されている。
【００２５】
　　ｉｉ．前記コンパクト折畳スリーブ部１９と連通している展開スリーブ部分１８を備
えている。展開スリーブ部分は、長さＬunfoldによって特徴付けられている。Ｌunfoldは
、コンパクト折畳スリーブ部分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返るにつれて増加す
る。
【００２６】
　内視鏡器械１００は、流体１６の供給源に連結されている。コンパクト折畳スリーブ部
分の少なくとも一部分を、例えば導管又は管腔１２内で伸長させ、めくれ返すことが望ま
れると、流体源からの流体１６を、可撓性スリーブ１０の展開端１８に進入させ、可撓性
折畳スリーブ部（又は折畳部分）１９に到達させる。
【００２７】
　本考案の好適な実施形態では、内視鏡器械１００は、可撓性スリーブ（つまりは可撓性
折畳スリーブ部１３内に封入されているコンパクト折畳スリーブ部分１９）の膨張によっ
て、患者の下部胃腸管を通って前進させられる。
【００２８】
　以下に説明されている様に、スリーブの一端は、典型的には患者の肛門に又は肛門に隣
接して固定されている。
【００２９】
　コンパクト折畳スリーブ部分１９が、好適には加圧された気体又は液体を使用して、膨
らまされると、可撓性スリーブ１０は、前方に推進され、コンパクト折畳スリーブ部分１
９の少なくとも一部分が可撓性折畳スリーブ部１３から展開スリーブ部分１８に向けて徐
々に送り出される（即ち、めくれ返る）。
【００３０】
　スリーブの膨らまされた部分は、半径方向外向きに拡張し、腸壁に対して実質的に静止
したままになる。
【００３１】
　以下に説明されている様に、可撓性スリーブを膨らませると、同スリーブが結腸を通っ
て前進し、当該スリーブ（即ち、コンパクト折畳スリーブ部分１９）を裏返しに展開させ
る。よって、スリーブの外側部分が外へ開き、その間、可撓性スリーブの残り部分（つま
りは展開折畳スリーブ部分）は静止した状態に留まっている。この構成は、確実に、展開
スリーブ部分１８に静止を維持させ（且つ、実質的にその所定位置から動かさず）、よっ
て、同スリーブ部分と結腸壁の間の摩擦を排除する。その様な摩擦の排除により、確実に
、処理は可能な限り有害で痛みのないものになる。
【００３２】
　以下に説明されている様に、本考案の幾つかの好適な実施形態では、内視鏡器械は、追
加的に、診査、診断、及び治療用の器具を備えていてもよい。
【００３３】
　本考案の１つの実施形態によれば、前記器具は、可撓性スリーブが一杯まで膨らまされ
る前に、同スリーブの中へ導入されることになる。別の実施形態によれば、前記器具は、
可撓性スリーブが一杯まで膨らまされた後に、同スリーブの中へ導入されることになる。
【００３４】
　器具は、画像化装置を含んでいるのが好適であり、内視鏡画像を捕捉するのに使用され
る当技術では既知の小型ビデオカメラと光源を備えているのが最適である。
【００３５】
　器具の操作及び器具からのデータ受信のための手段は、器具に連結されていて、器具の
操作及び器具からのデータ受信を行う施術者又は患者の外の機器へ延びている、ワイヤ、
光ファイバー線、又は管を備えている。ワイヤ、線、又は管は、スリーブに通されていて
もよい。



(28) JP 3182553 U 2013.4.4

【００３６】
　本考案の好適な実施形態では、可撓性スリーブが膨張によって胃腸管を通して前進させ
されることで、従来型の内視鏡を使用する場合に必要とされる近位端（即ち、患者の身体
の外）への機械的な力の印加の必要は低減され、或いは不要にすらなる。
【００３７】
　次に続く開示は、内視鏡器械、最も望ましくは可撓性スリーブの、より細かな詳細を提
供している。
【００３８】
　以下に詳細に説明されている様に、可撓性スリーブ１０は、流体が徐々に流通するにつ
れ、折畳部分１９が徐々に管の折畳部分１９から外向きに展開し（即ち、めくれ返り）、
既に展開している部分１９の延長部となり、こうして伸長部分を長さ（Ｌunfold）方向に
伸長させてゆく様なやり方で、管自身の内部に折り畳まれている。
【００３９】
　本考案の１つの実施形態によれば、可撓性スリーブ１０は、可撓性スリーブ１０の可撓
性折畳スリーブ部１９が展開する際に実質的にその直径を変化させずに伸張するのに十分
な強度と可撓性の材料で形成されている。
【００４０】
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃは、可撓性折畳スリーブ部１３が膨らまされ、めくれ返る
前の、同スリーブ部１３内に封入されているコンパクト折畳スリーブ部分１９の考えられ
る詰め込み姿の幾何学形状の３つの例を概略的に示している。
【００４１】
　可撓性スリーブ部１０の管腔１２内への導入時、可撓性スリーブ１０の近位端部分２０
１は、容器１０４の近位（右側）縁の上へ折り返されている。よって、可撓性スリーブ１
０は、その端部分２０１から始まり、容器１０４の右縁の上へ折り返され、容器１０４の
左端に向かって容器１０４の内壁に沿って整列している。
【００４２】
　この部分は、既に展開されていて、可撓性スリーブ１０の展開部１８として表されてい
る。
【００４３】
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃに見られる様に、可撓性スリーブ１０の折畳（詰込）部１
９は、可撓性スリーブ１０の可撓性折畳スリーブ部１３内部に配置されている。
【００４４】
　図２Ｃは、更に、コンパクト折畳スリーブ部分１９の経本折配設を概略的に示している
ことを強調しておかねばならない。
【００４５】
　図２Ｃから分かる様に、コンパクト折畳スリーブ部分１９の少なくとも一部分は、可撓
性折畳スリーブ部１３からめくれ返り、展開して、展開スリーブ部分１８の長さを増加さ
せている。
【００４６】
　可撓性スリーブ１０を管腔の中へ導入するための容器１０４の使用には代替がある。
【００４７】
　１つの代替は、カップから飲むのに通常使用されるストローに非常によく似た外観と感
触の半剛性管である。
【００４８】
　図２Ｄに示されている様に、ストロー様の管１６７はその遠位（左）端に可撓性スリー
ブ１０を担持しており、可撓性スリーブ１０をストロー様の管１６７を介して膨らませる
ことができるようになっている。伸長中又は可撓性スリーブが一度一杯まで伸長させられ
てから、流体を排流することが望まれると、可撓性スリーブを管腔の中に配置されている
排流チャネル１０１を通して管腔の中へ挿入することができる。
【００４９】
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　ストロー様の管１６７は、排流チャネル１０１の中へ導入され、更にチャネル１０１を
通して、図２Ｄに見られる様にストロー様の管１６７がチャネル１０１の遠位（左）端か
ら突き出るまで押し進められる。
【００５０】
　ストロー様の管１６７は、可撓性スリーブ１０の展開スリーブ部分１８より細くなって
いるのが好適である。
【００５１】
　この幅の差は、可撓性スリーブ１０の展開スリーブ部分１８が排流チャネル１０１内部
に配置されている状況に比べ、排流チャネル１０１を通して排流するための通り道を広く
残せる。
【００５２】
　破線は、これらの線が図面の枠を越えて続いていることを表していることを指摘してお
く。
【００５３】
　図３Ｂは、流体源（図示せず）からの流体による可撓性スリーブ１０の膨張の進行中、
コンパクト折畳スリーブ部分１９の少なくとも一部がめくれ返り、そうして（結腸１２を
通って）左に向けてどんどん遠くへ前進するようにして展開する際の、可撓性スリーブ１
０の詰込（折畳）部（即ち、可撓性折畳スリーブ部）１３のジグザグ構造を概略的に示し
ている。
【００５４】
　可撓性折畳スリーブ部１３内部の展開部１９の最も左の折れが、可撓性スリーブ１０の
可撓性折畳スリーブ部１３の最も左の縁の上へめくれ返り（反転し）、裏返しになる。そ
れは、めくれ返って展開しながら、膨らんで、可撓性スリーブ１０の展開部（即ち、展開
スリーブ部分）１８の追加の分節になってゆく。
【００５５】
　流体（例えば、気体又は気体）が、可撓性スリーブの中へ、可撓性折畳スリーブ部１３
に向けて流入したとき、可撓性折畳スリーブ部１３の最も左の部分は、それに応じて（同
スリーブ部１３内に包まれている）コンパクト折畳スリーブ部分１９を左へ「牽引」し、
（めくれ返って展開するように）付勢する。
【００５６】
　これは、コンパクト折畳スリーブ部分１９と可撓性折畳スリーブ部１３の２つの部分が
、トポロジー的には、可撓性スリーブを形成する単一の柔らかいトポロジー的に円筒形の
スリーブになっているという事実によって成し遂げられる。
【００５７】
　換言すると、コンパクト折畳スリーブ部分１９は、前記折畳スリーブ部１３内に、両者
一体で単一の可撓性のトポロジー的に円筒形のスリーブ１０を作り出すようにして封入さ
れているのである。
【００５８】
　可撓性スリーブ１０（つまりは折畳スリーブ部分１９）が左向きに（結腸内を前進しな
がら）更に伸長してゆくとき、（単一の折れの）この展開段階が基本的に順次に何度も繰
り返され、可撓性スリーブ１０は靴下の様に裏返しにされ続ける。
【００５９】
　可撓性スリーブ１０は、そのトポロジーは円筒形であるが、必ずしも形状が厳密に円筒
形でなくてはならないというわけではない。
【００６０】
　図３Ａは、可撓性スリーブ１０の非円筒形の形状オプションを示している。
【００６１】
　図３Ａでは、可撓性スリーブ１０の可撓性折畳スリーブ部１３の少なくとも一部は、ス
リーブの長さに沿って準周期的に可変の断面を有している。
【００６２】
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　より具体的には、可撓性スリーブ１０の当該部分は、連なったソーセージ（数珠）式に
、狭まったネックで区切られてネックと交互になっている複数の出っ張った（拡幅）区間
を備えている。それらの区間とネックの周期と幅の両方はスリーブに沿って変化していて
もよい。
【００６３】
　図３Ａは、可撓性スリーブ１０の可撓性折畳スリーブ部１３内に包まれているコンパク
ト折畳スリーブ部分１９も示している。
【００６４】
　コンパクト折畳スリーブ部分１９は、可撓性スリーブ１０の可撓性折畳スリーブ部１３
内部の可変幅の同心ジグザグ構造として描かれている。
【００６５】
　図３Ｂの円筒形スリーブ１０と比較した利点として、図３Ａに示されている可撓性スリ
ーブ１０の連なったソーセージ（数珠）構造は、可撓性スリーブ１０が膨らまされながら
管腔１２を通って伸長してゆく間の同スリーブ１０の可撓性と可動性を改善する。
【００６６】
　よって、連なったソーセージの形状は、可撓性スリーブ１０が直線状ではない管腔、例
えば巻いている結腸の中へ伸長するのを容易にする。加えて、可撓性スリーブ１０の円筒
形の形状に比べ、同スリーブの数珠（連なったソーセージ）形状は、円筒形のスリーブが
屈曲したときに形成される捩れの鋭利な角によって組織の刺激が引き起こされる機会を減
らす。
【００６７】
　構造と進行過程の両方の例示として、図３Ａは、連なったソーセージ形状の構造の一部
でまだ展開されていない部分も概略的に示している。
【００６８】
　図３Ａは、よって、折り畳まれた状態から（少なくともコンパクト折畳スリーブ部分１
９がめくれ返ったときの）展開された状態への移行を描いている。
【００６９】
　詰込（折畳）部１９は、可撓性スリーブ１０の膨張の進行中、同スリーブが結腸内をど
んどん遠くへ伸長してゆくようにして展開する（めくれ返る）。
【００７０】
　この膨張の進行過程の１つ１つの段階は次の様に起こる。
【００７１】
　可撓性折畳スリーブ部１３内部のコンパクト折畳スリーブ部分（即ち、折畳部）１９の
最も左の折れが、可撓性折畳スリーブ部１３の最も左の縁の上へめくれ返り（反転し）、
展開し、膨らんで（即ち、流体が充填されて）、図３Ａに示されている可撓性スリーブ１
０の展開スリーブ部分１８の数珠の最も左の丸い玉になる。
【００７２】
　更に伸長してゆくとき、（単一の折れの）この展開段階が基本的に順次に何度も繰り返
され、コンパクト折畳スリーブ部分１９は、靴下の様に裏返しにされ続ける。
【００７３】
　図３Ｂは、同じく可撓性折畳スリーブ部１３内のコンパクト折畳スリーブ部分１９の折
畳配設であるが但しジグザグ折配設を示している。
【００７４】
　可撓性スリーブ１０が作られている材料は、その膨張時に加えられる圧力では有意に引
き伸ばされないものであるのが好適である。この材料は、典型的には、よくあるサンドイ
ッチバッグと同様の肌理を有していてもよい。この様にして、可撓性スリーブは、実質的
に直径を増加させずに展開／膨張させることができる。同時に、可撓性スリーブの材料は
、可撓性スリーブを、拡げられる管腔の曲がりや折れに適合させ易くする限定された伸張
性を有していてもよい。結腸の清浄化に使用するための可撓性スリーブ１０３の典型的な
直径は１２ｍｍである。その長さは、典型的には、肛門から盲腸までの結腸の長さよりも



(31) JP 3182553 U 2013.4.4

短い。
【００７５】
　図３Ａ－図３Ｂは、更に、何れも可撓性スリーブ１０に連結されている、容器１０４又
はストロー様の管１６７を示している。
【００７６】
　可撓性スリーブはその遠位端が開口されていて、それを膨らませる流体が管の前記端か
ら出てゆけるようになっていることが理解されるであろう。代わりに、給送管の遠位端は
、図４に示されている様にシールされていて、１つ又はそれ以上の出口孔又は開口１０８
が可撓性スリーブ１０に開けられていてもよい。
【００７７】
　前記開口部は、可撓性スリーブの長さに沿って散らばらせ、同スリーブの所定の区域に
設けることができる。
【００７８】
　開口１０８が使用されている場合、流体は、可撓性スリーブ１０から管腔１２又は排流
チャネル（図示せず）の中へ流れ出ることができる。
【００７９】
　代替的又は追加的に、選択された大きさの開口１０８が、可撓性スリーブ１０の特定の
各部分又は長さに沿って形成され、流体を管腔１２に沿って事前に選択された距離を空け
て流出させるようにしていてもよい。
【００８０】
　本考案による管を異なった目的で異なった管腔の中へ挿入する、異なった挿入方法を、
単に非限定的な例として、これより説明する。
【００８１】
　結腸及び膨張流体の排流が望まれる他の場所を清浄化する（洗う）のが目的である場合
、図６に示されている様な剛性排流チャネル１０１を利用することができ、排流チャネル
１０１は挿入道具１０１とも呼称される。
【００８２】
　剛性排流チャネル１０１は、基本的には円筒形で、左側のその先導（遠位）端に向かっ
て僅かに狭まっており、一方、右側のその追従（近位）端に向かって拡がっている。
【００８３】
　可撓性スリーブ１０は、同スリーブを支持し案内する働きをする排流チャネル１０１を
介して管腔１２の中へ挿入される。
【００８４】
　チャネル１０１は、その全長に沿って、チャネル１０１内部を通される可撓性スリーブ
よりずっと幅広である。換言すると、剛性排流チャネル１０１内部に可撓性スリーブがあ
る場合、図６に概略的に示されている様に、排流のための通り道は広く残る。
【００８５】
　次に、本考案に開示されている、結腸清浄化のための提案されている内視鏡器械（つま
りは可撓性スリーブ）の幾つかの実施形態を概略的に示している図５Ａ－図５Ｅを参照す
る。
【００８６】
　それらの図では、上述されている剛性排流チャネル１０１が、可撓性スリーブ１０を患
者の直腸３１に固定するのに採用されている。
【００８７】
　剛性排流チャネル１０１の或る実施例は以下の寸法を有し、即ち、長さは１４ｃｍ、外
径は右側の追従（近位）端が２４ｍｍで、漸減して左側の先導（遠位）端が２０ｍｍ、壁
厚さは１．０ｍｍ乃至２．０ｍｍである。典型的に、剛性排流チャネル１０１の材料は、
従来型の剛性プラスチックである。
【００８８】
　本考案の別の実施形態によれば、剛性排流チャネル１０１の肛門３１への挿入が容易に
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なるように手段が提供されている。
【００８９】
　この実施形態によれば、図５Ａに見られる除去できるキャップ３２８が、剛性排流チャ
ネル１０１の肛門３１への挿入を円滑にしている。
【００９０】
　除去できるキャップ３２８は、剛性チャネル１０１の先導縁を「覆い」、剛性チャネル
１０１の先導縁に卵状の形状を作り出している。
【００９１】
　キャップ３２８を作る１つのやり方は、チャネル１０１の先導縁を成形可能な材料で被
覆して、材料を固まらせることによる。
【００９２】
　代わりのやり方では、キャップ３２８は、チャネル１０１とは別に形成される。例えば
、キャップ３２８は、キャップ型（金型）に水を充填し、その水を凍らせることによって
、氷で作ることができる。
【００９３】
　その様な別に作られた氷のキャップ３２８は、冷凍保存され、使用の直前に剛性排流チ
ャネル１０１の先導端に差し込まれる。
【００９４】
　キャップ３２８は、肛門３１の中へ挿入されると、融解、軟化、又は溶解する材料で作
ることができる。好適には、キャップ３２８の材料は氷である。キャップは、剛性チャネ
ル１０１の先導（左）縁をチャネル１０１の内側か外側の何れかから又は両方から覆うこ
とができる。氷のキャップ３２８が剛性チャネル１０１の縁を内側から覆っている場合、
氷はチャネル１０１に図５Ａの様に先導（左）縁から数ミリメートルの深さに充填される
。
【００９５】
　処置が開始されると、剛性チャネル１０１がその先導縁に氷のキャップ３２８を着座さ
せた状態で肛門３１の中へ挿入される。
【００９６】
　次いで、温かい体温の液が右から左へ剛性チャネル１０１を経由して身体の中へ送り込
まれる。温かい液は、図５Ｂに示されている様に、氷のキャップ３２８を剛性チャネル１
０１から身体の中へと押し出し、氷のキャップを少なくとも部分的に溶かす。
【００９７】
　剛性排流チャネル１０１の挿入を円滑にするためのもう１つのやり方は、キャップ３２
８を、氷よりも耐久性のある材料、例えばプラスチックで作ることである。
【００９８】
　その場合、キャップ３２８は、チャネル１０１の端の所定の場所から除去できるもので
、患者の身体から抜去されなくてはならない。
【００９９】
　この目的では、キャップ３２８は、剛性排流チャネル１０１の中を液の流れによって引
き戻されるように十分に小さい分節で構成されることになろう。
【０１００】
　本考案の１つの実施形態によれば、キャップは、この目的のためにチャネル１０１の中
を流れる液によって剛性排流チャネル１０１から前方へ押し出されるとばらばらになる。
【０１０１】
　代わりに、キャップは、手動的に、ピストンの押し出し、球シリンジの圧搾、フリート
エネマ型装置、又は同様のやり方で、ばらばらにされてもよい。次いで、液が戻る方向に
直腸３０からチャネル１０１を通って排流される際、キャップの各分節は、（最終的に排
流される液が多くなると）液の流れと一体に剛性排流チャネル１０１を通って汚物入れの
中へ浮動してゆく。
【０１０２】
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　排流チャネル１０１を肛門３１にしっかり固定して、流体の漏れを防止するために、可
膨張性のバルーン２１が直腸３０内部に挿入されていてもよい（図５Ｃ参照）。
【０１０３】
　その様な実施形態を示している図５Ｃをこれより参照する。同図では、直腸内部にある
剛性排流チャネル１０１部分は可膨張性のバルーン２１に取り付けられている。バルーン
２１は、排流チャネル１０１をその所定位置に維持し、同チャネルが肛門から抜け出てゆ
かないようにするために、直腸内部で外部のポンプによって膨らまされる。
【０１０４】
　図５Ｃは、バルーン２１を膨らませるための、シリンジの様なポンプ装置１５も示して
いる。圧力提供用の管１７が膨張用の液体又は気体をポンプ装置１５からバルーン２１へ
導いている。
【０１０５】
　圧力提供用の管１７の直径は、典型的には、０．５ミリメートルから２．０ミリメート
ルの間である。
【０１０６】
　管１７は、固定接続、例えば膨張虚脱管であってもよい。
【０１０７】
　この様にして、ポンプ装置１５は、処置の開始時にバルーンを膨らませて必要なシール
を作り出すことができ、また処置の終了時にバルーン２１を萎ませるのに使用することが
できる。
【０１０８】
　バルーン２１が過早に萎むのを防止するための一方向弁（図示せず）をポンプ装置１５
とバルーン２１の間に設置するのは随意である。
【０１０９】
　必要時、その様な一方向弁を手動で開けると、バルーン２１が萎む。膨らまされたバル
ーン２１は、剛性排流チャネル１０１と一体では、剛性排流チャネル１０１単独よりも、
典型的に２０－４０ｍｍだけ幅が広くなる。換言すると、膨らまされたバルーン２１は、
典型的に、剛性排流チャネル１０１をその所定位置に維持し、同チャネルが肛門３１から
出てゆかないようにする機能を加えている。
【０１１０】
　バルーン２１は、図５Ｃ及び図５Ｅに示されている様に、剛性排流チャネル１０１を、
同チャネル１０１のトポロジー的に円形の先導（左）縁に近接して一周するリング形状ド
ーナツ型であるのが好適であり、換言すると、リング形状のバルーン２１は、基本的に円
筒形のチャネル１０１を囲む可膨張性のカフとしての大きさと寸法である。従って、バル
ーン２１がリング形状である場合、それを可膨張性のカフ２１と呼称してもよいであろう
。
【０１１１】
　剛性排流チャネル１０１の肛門管３１への挿入中、バルーン２１は、好適には、萎まさ
れて、除去できるキャップ３２８の下に保持されている。
【０１１２】
　本考案の別の実施形態によれば、リング形状のバルーン２１は、図５Ｅに見られるシー
ス５２３を用いて剛性排流チャネル１０１に取り付けられていてもよい。
【０１１３】
　シース５２３は、随意的に、チャネル１０１に糊付けされるか、それ以外のやり方でチ
ャネルに貼着されている。代わりに、シース５２３は、チャネル１０１に可逆的に取り付
けられていてもよい。
【０１１４】
　シース５２３は、実施形態によっては剛性又は柔軟性の何れであってもよい。
【０１１５】
　別の実施形態によれば、直腸の外の排流チャネル１０１部分は、排流チャネル１０１が
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直腸の中へあまりに遠くまで行かないようにするのを支援するよう適合されている、別の
膨らまされたバルーン（図示せず）に取り付けられている。
【０１１６】
　可撓性スリーブ１０の膨張が開始される前、同スリーブ１０は、剛性容器１０４又はス
トロー様の管１６７の中へ詰め込まれる。そして、剛性容器１０４又はストロー様の管１
６７は、図５Ｄ及び図５Ｅに示されている様に、剛性排流チャネル１０１から後方へ鋭角
で分岐している剛性給送保持器１０９の中へ挿入される。膨らまされると、可撓性スリー
ブ１０は、図５Ｅに示されている様に、容器１０４（又はストロー様の管１６７）から外
へ展開伸長し、剛性給送保持器１０９を経て、更に排流チャネル１０１を経て、直腸３０
の中へ、そして更に結腸１０７の中まで伸長する。
【０１１７】
　剛性給送保持器１０９の内径は、典型的には、可撓性スリーブ１０の展開スリーブ部分
１８の外径より、僅かに、例えば１．０ｍｍ又は２．０ｍｍだけ大きい。
【０１１８】
　容器１０４（又はストロー様の管１６７）の材料は、典型的には、従来型の剛性プラス
チックである。
【０１１９】
　剛性給送保持器１０９は、典型的には、排流チャネル１０１と一体形成されるか又は同
チャネルにしっかりと固着されていて、同一材料で作られている。
【０１２０】
　結腸を洗うための液は、図５Ｄに見られる様に、溜め３０２に貯留されている。小ホー
ス１０５が洗浄液を溜め３０２から下へ可撓性スリーブ１０の中まで導いている。
【０１２１】
　洗浄液は、自重圧力を受けて小ホース１０５内部に流れ落ちる。換言すると、液は重力
に引っ張られてゆく。
【０１２２】
　代わりに、所望に応じてポンプ（図示せず）を提供し、流体を溜め３０２から可撓性ス
リーブ１０の中へ送り込むようにすることもできる。
【０１２３】
　可撓性スリーブ１０は、図５Ｄには、排流管１０１を通って直腸３０の中へ進められよ
うとしているところが示されている。
【０１２４】
　可撓性スリーブ１０の結腸１０７内での前進のメカニズムは、可撓性スリーブ１０に溜
め３０２からの洗浄液が充填されてゆく際の、可撓性折畳スリーブ部１３内に包まれてい
るコンパクト折畳スリーブ部分１９の少なくとも一部分の膨張と展開（めくれ返し）によ
るものである。
【０１２５】
　膨張圧は、通常のエネマで使用されている圧力に匹敵するものであって、より一般的に
は、大気圧より約０－１atm高い圧力とすることができる。
【０１２６】
　可撓性スリーブ１０の膨張は、展開スリーブ部分１８を、その幅を殆ど変化させずに伸
長させる（長さを増加させる）。展開スリーブ部分１８のこの長さの増加は、可撓性スリ
ーブ１０の可撓性折畳スリーブ部１３内に封入されているコンパクト折畳スリーブ部分１
９の一部分が可撓性スリーブ１０の展開スリーブ部分１８へと順次に展開してゆくせいで
起こる。順次展開は、コンパクト折畳スリーブ部分１９のめくれ返りによって、換言する
と可撓性スリーブ１０のコンパクト折畳スリーブ部分１９が可撓性スリーブ１０の展開ス
リーブ部分１８へと裏返しにされてゆくことによって、成し遂げられるのが好適である。
【０１２７】
　可撓性スリーブ１０の折畳部１９が可撓性スリーブ１０の可撓性折畳スリーブ部１３内
部に置かれていることが不可欠である。
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【０１２８】
　換言すると、めくれ返りは、靴下を裏返しにする様なものである。
【０１２９】
　この様にして、可撓性スリーブ１０は、実質的に同スリーブ１０と管腔１２の壁との間
の摩擦なしに、結腸を通って伸長することが理解されるであろう。
【０１３０】
　可撓性折畳スリーブ部１３とコンパクト折畳スリーブ部分１９と展開スリーブ部分１８
と管腔１２の間の摩擦を最小限にするのも重要である。
【０１３１】
　この摩擦は、主に、曲がり箇所が巻いている管腔であるという事実によって発生する。
【０１３２】
　それは、可撓性折畳スリーブ部１３と展開スリーブ部分１８と管腔の間の接触が大きく
なれば劇的に生じる。
【０１３３】
　従って、この長さを、可撓性折畳スリーブ部１３の詰め込みを可能な限りコンパクトに
することによって最小化するのが好適である。
【０１３４】
　換言すると、巧く詰め込まれていれば、展開部１３の引きずりは最小限になるはずであ
る。例えば、図２Ａに示されている詰め込み構造は、図２Ｂ及び図２Ｃに示されているも
のに比べると、引きずりが大きくなってしまうことが容易に分かる。
【０１３５】
　本考案の好適な実施形態では、給送管の膨張中、詰め込みはコンパクトに維持されてい
る。具体的には、巧い詰め込みの判定基準は、次のとおりであり、即ち、膨張中、折畳部
１３によって実現される最大の大きさが、展開部１８の最大長さよりずっと小さくなくて
はならない、ということである。
【０１３６】
　より具体的には、本考案の或る好適な実施形態によれば、折畳スリーブ部１３は、所定
の長さＬfoldによって特徴付けられており、展開スリーブ部分１８は、長さＬunfoldによ
って特徴付けられている。上述されている様に、長さＬunfoldは、コンパクト折畳スリー
ブ部分１９の少なくとも一部分が展開し、めくれ返るにつれて増加する。
【０１３７】
　本考案の或る好適な実施形態によれば、流体が前記折畳スリーブ部１３に導入されて、
前記コンパクト折畳部分１９の少なくとも一部分をめくれ返し展開させ、そうして同部分
が前記湾曲した管腔内を前進してゆくときに、所定の長さＬfoldは実質的に同じに維持さ
れ、その結果、（ｉ）前記折畳スリーブ部、（ｉｉ）前記展開スリーブ部分、及び（ｉｉ
ｉ）それらの何らかの組合せ、から成る群より選択された（ａ）少なくとも１つと、（ｂ
）前記湾曲したルーメンとの間の長手方向の剪断力が軽減され、前記折畳スリーブ部の前
記湾曲した管腔内の前進を可能にする。
【０１３８】
　図５Ｅでは、可撓性スリーブ１０は、肛門管３１を経由して結腸１０７の中へ進められ
ようとするところが示されている。
【０１３９】
　前進の進行過程で、可撓性スリーブ１０には溜め３０２から洗浄液が充填され、液は同
スリーブ１０の孔１０８の様な単数又は複数の出口孔が開口している長さに到達する。
【０１４０】
　次いで、洗浄液は、可撓性スリーブ１０の出口孔から外へ流れ出て結腸１０７の中へ入
り、可撓性スリーブ１０の外を排流チャネルに向かって盲腸から肛門の方向に戻ることに
よって結腸１０７を洗う。
【０１４１】
　洗浄液は、直腸３０を出て剛性排流チャネル１０１を経由し更に排流ポート１０６を経
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てホースを通り、ホースから汚物システムの中へ排流される。洗浄液は、可撓性スリーブ
１０を通って内方へ肛門３１から結腸１０７の中へと流れ続け、給送管１０３の外を結腸
１０７を通って肛門に向けて還流し続け、こうして結腸１０７を洗う。
【０１４２】
　洗浄液は、給送管を通って結腸の中へ、実質的に結腸に沿った如何なる場所へも流れ出
るように配設できることが理解されるであろう。
【０１４３】
　しかしながら、本考案の配設は、特に洗浄液を実質的に盲腸へ提供するのに適しており
、それによって、実質的に結腸全域の非外傷性の清浄化がもたらされるが、これは、水が
肛門から結腸の中へ押し進められるためにあまり多くの水が盲腸に到達せず、また細菌フ
ローラの保護にとって問題をはらむ、従来型の洗浄装置では成し得られないことである。
【０１４４】
　液を、右から左へ、剛性チャネル１０１経由で身体の中へ送り込むことは、様々なやり
方で行えることが理解されるであろう。１つのやり方は、液を剛性給送保持器１０９経由
で供給することである。もう１つのやり方は、液の通行を排流ポート１０６を介して２つ
の通路に分けることであり、一方の通路は排流の流出用、他方の通路は送り込み用とする
。一方又は両方の通路を閉じるには一方向弁やクランプなどを使用すればよい。
【０１４５】
　送り出し用の液は溜め３０２から供給することができる。送り込みに激しい流れが必要
であれば、その様な流れは、手動的に、ピストンの押し出し、球シリンジの圧搾、フリー
トエネマ型装置、又は同様のやり方で、発生させることができる。
【０１４６】
　剛性排流チャネルが常に要求又は所望されるとは限らないことが理解されるであろう。
図７Ａは、排流チャネルの恩恵を一切受けずに、可撓性スリーブ１０を肛門経由で直腸の
中へ直接挿入する場合を示している。
【０１４７】
　可撓性スリーブ１０の容器１０４（又はストロー様の管１６７）は、小ホース１０５を
介して液溜め３０２に連結されている。重力により溜め３０２から液が流れてくると、可
撓性スリーブ１０の展開部分１９が上述のように徐々に展開してゆく。代わりに、上述の
ように、ポンプを使用することもできる。
【０１４８】
　図７Ｂは、図５Ｅに示されている剛性排流チャネル１０１の代わりに使用することので
きる柔軟性の（柔らかい）排流チャネル２３を示している。
【０１４９】
　チャネル２３は、基本的に柔らかいスリーブであり、パススリーブ２３とも呼称される
。
【０１５０】
　剛性排流チャネル１０１の様に、パススリーブ２３は、洗浄液と糞便を身体から外へ排
流するのに使用されている。但し、剛性排流チャネル１０１とは違って、パススリーブ２
３を介する排流は、少なくとも一部には、直腸及び括約筋の筋肉の自然運動により、また
肛門管の自然開口部により達成される。
【０１５１】
　パススリーブ２３は、チャネル２３の遠位端の円形縁を縁取っている膨らまされたドー
ナツ型リング形状のバルーン２１に取り付けられていることが示されている。リング形状
のバルーン２１は、可膨張性のカフ２１とも呼称され、直腸３０内部に挿入された後に膨
らまされ、パススリーブ２３の先導端を直腸３０内部に引き留める。
【０１５２】
　次に図７Ｃを参照するが、本図は、実演目的で、患者の外に置かれたパススリーブ２３
の概略断面図であり、取り付けられているドーナツ型リング形状のバルーン２１が膨らま
されたときの断面図である。排流粕を廃棄することが目的の場合、パススリーブ２３の近
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位端２４は容器（図示せず）又は汚物ホースに接続されることになる。
【０１５３】
　エネマを目的とする場合、パススリーブ２３の近位端２４は、液が充填されたバッグに
接続されることになる。
【０１５４】
　排流廃棄とエネマの両方同時を目的とする場合、パススリーブ２３の同じ近位端２４に
対し両方の接続が形成される。２つのホースはそれらを締め付けることによって閉鎖する
ことができ、これは、大抵、二者択一的に一度に一方ずつなされる。
【０１５５】
　何れのやり方も、パススリーブ２３の近位端２４の下流排流槽への接続は、従来型の配
管接続具２５を用いて実施される。
【０１５６】
　ドーナツ型リング形状のバルーン２１は、一杯まで膨らまされたとき、３０ミリメート
ルから８０ミリメートルの間の内径を有しているのが好適である。
【０１５７】
　その外径は、その内径よりも、典型的には５ミリメートルから４０ミリメートルだけ大
きい。
【０１５８】
　図７Ｃの様に、パススリーブ２３の直径は、典型的には、ドーナツ型バルーン２１の内
径に近く、よって、典型的には３０ミリメートルから８０ミリメートルの間の範囲にある
。パススリーブ２３の直径は、スリーブに沿って均一でなくてはならないわけではなく、
むしろ、様々な要件に応じて変えて設計されていてもよい。従って、図７Ｃのパススリー
ブ２３の円筒形の形状は、非制限的な例に過ぎない。ドーナツ型バルーン２１の膨らまさ
れたリングは厳密に円形でなくてもよく、その断面についても同様である。ドーナツ型リ
ング形状のバルーン２１は、液体で、その一杯の体積より小さく膨らますことができる。
その様な不完全膨張であれば、バルーン２１には、それが置かれる直腸の様な身体管道の
形状に適合させるのに十分な柔らかさがある。こうすれば、管道の刺激が最小限になる。
【０１５９】
　図７Ｂは、パススリーブ２３内部を通って直腸３０に入れられた可撓性スリーブ１０を
示している。
【０１６０】
　その後、可撓性スリーブ１０は、膨張によって更に結腸の奥深くへ伸長させられる。次
いで、可撓性スリーブ１０は、洗浄液を結腸の中へ導く。
【０１６１】
　括約筋がパススリーブ２３を締め付け、その結果、（パススリーブ２３内部の）可撓性
スリーブ１０を通る液の流れが閉じるのを防ぐために、可撓性スリーブ１０より幅広の剛
性管が肛門内部のパススリーブ２３の中へ挿入される。可撓性スリーブ１０は、剛性管内
部を通される。
【０１６２】
　剛性管は、可撓性スリーブ１０を結腸１０７の中へ通すことと排流を結腸から外へ通す
ことの両方の働きをするように十分に広く作られている。
【０１６３】
　この二重の役割では、この剛性管は剛性排流チャネル１０１に極めて似ている。従って
、この剛性管は、ここでは、同じ用語と符号番号を使用して剛性排流チャネル１０１と呼
称される。
【０１６４】
　同じ処置で、排流は剛性排流チャネル１０１とパススリーブ２３の両方を介して運び出
すことができる。パススリーブ２３は、剛性排流チャネル１０１を詰まらせ得る大きな糞
便塊を排流するのに好適である。対照的に、剛性排流チャネル１０１は、液状の排流並び
に小乃至中の大きさの糞便塊に好適である。大きな糞便塊が剛性排流チャネル１０１を詰
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まらせると、直腸に向かう逆方向の液の流れを使用してチャネル１０１の詰まりを除去す
る。必要なら、詰まり除去の処置は、詰まりを生じさせている物質がパススリーブ２３を
通って出てゆくまで繰り返される。
【０１６５】
　清浄化が開始される前に、剛性排流チャネル１０１は可膨張性のカフ２１及びパススリ
ーブ２３の先導端と一体に、上述のキャップ３２８と同様の氷のキャップ又は他の除去で
きるキャップの助けを借りながら、肛門３１の中へ挿入される。
【０１６６】
　パススリーブ２３の部分は、剛性排流チャネル１０１の外面に沿って並んでいる。肛門
３１の中へ円滑に挿入するために、基線はパススリーブ２３のこの部分の外側を伸びてい
る。
【０１６７】
　可撓性スリーブ１０、パススリーブ２３、及びドーナツ型バルーン２１の材料は、伸張
性、特に膨張圧や処置中に加えられる他の力を受けたときの伸張性が、制限されている。
【０１６８】
　これらの材料は、典型的には、よくあるサンドイッチバッグと同様の肌理を有している
。適した材料の非制限的な例には、ポリエチレン（好適には低密度ポリエチレン）、ポリ
プロピレン、及びポリウレタンが含まれる。材料は、妥当な程度に生体適合性であり、中
毒性又は有害な影響を一切及ぼさないか最小限であるものとする。
【０１６９】
　上記のシート材料の厚さは、典型的には、１０マイクロメートルから１５０マイクロメ
ートルの間を範囲とし、好適には約４０マイクロメートルである。可撓性スリーブ１０、
パススリーブ２３、及びドーナツ型バルーン２１の、シート材料の厚さと性質は、表面に
沿って必ずしも均一である必要はなく、よって混成の厚さであってもよい。漏れはできる
限りない方がよいとされるバルーン２１の作製では特にそうであるが、多層構造のシート
を使用することができる。
【０１７０】
　可撓性スリーブ１０、パススリーブ２３、及びドーナツ型バルーン２１を製造するため
の方法は様々であろう。事前に製作された材料シートを卸売から購入してもよい。シート
に、適切な形状のホットワイヤを宛がって加熱し、適当な形状の部品片を作る。次いで、
或いは後で、部品片の適当な縁を加熱しながら、それらを必要に応じて一体に縫って継目
を形成する。他のよく使われる製造方法は、押出成形又はディップ成形によるものである
。部品は使い捨てであるのが望ましい。
【０１７１】
　以上に述べられている様に、本考案による、液体又は気体で膨らませることによって管
腔又は導管（例えば、結腸）内を前進させる可撓性スリーブは、結腸の清浄化以外の目的
に使用することもできる。本考案の１つの実施形態によれば、図８に示されている様に、
管１０は、適当な管腔の中で展開させられた後、患者の身体内部の所望の場所へ物体１３
６を送達するためのチャネルとして使用し、内視鏡１３５を同管１２３を通して挿入する
こともできる。
【０１７２】
　物体１３６は、例えば、カメラ、分離可能なカプセル、光線、Ｘ線、陽電子放射線、及
び他の放射能など、の様な放射線源、又はそこへ送達させようとするその他の物体とする
ことができる。
【０１７３】
　別の実施形態によれば、図９に示されている様に、展開した可撓性スリーブ１０それ自
体を内視鏡として使用することもできる。この場合、物体１４９は、可撓性スリーブ１０
が展開した際に管腔を通って挿入されるように可撓性スリーブ１０自体に直接取り付けら
れる。
【０１７４】



(39) JP 3182553 U 2013.4.4

　別の実施形態によれば、物体１４９は、可撓性スリーブには取り付けられず、同スリー
ブ内に導入されるだけである。
【０１７５】
　展開した可撓性スリーブ１０は、ここでは、管１２３の端に取り付けられた物体１４９
を担持していることが示されているが、物体１４９は、代わりに、管１２３の長さに沿っ
た何処か他の点に取り付けることもできよう。物体１４９は、例えば、カメラ、分離可能
なカプセル、放射線源、又はその他の適当な物体とすることができる。図９では、可撓性
スリーブ１０は、その遠位端が閉じられているのが好適である。対照的に、洗いを目的と
している図８では、可撓性スリーブ１０は、物体１４９又は洗浄液、それぞれの送達のた
めに、末（最遠位）端が開口しているのが好適である。
【０１７６】
　１つの実施形態によれば、可撓性スリーブ１０の末（最遠位）は、物体１４９が同スリ
ーブの遠位端に維持され、前記物体が結腸に吐き出されないようにするために、ほっそり
している。
【０１７７】
　その様な実施形態も同様に結腸の洗いを可能にする。
【０１７８】
　１つの実施形態によれば、物体１４９は、可撓性スリーブ１０が、結腸内で一杯まで伸
長させられた（一杯まで展開させられた）後に同スリーブの中へ導入される。別の実施形
態によれば、物体１４９は、可撓性スリーブ１０が結腸内で一杯まで伸長させられていな
い状態で導入される。
【０１７９】
　可撓性スリーブ１０の１つの特定の用途が図９に示されている。同図では、物体１４９
の中に置かれたカメラを使用する結腸の視認検査が提示されている。
【０１８０】
　検査中、可撓性スリーブ１０は、従来型の内視鏡での様に、好適には徐々に結腸から引
き出される。後者の用途では、可撓性スリーブ１０はその末端に、検査のために結腸の壁
を外向きに拡張するのに十分に幅広の断面を含んでいてもよい。換言すると、可撓性スリ
ーブ１０が結腸から徐々に引き出される際に、可撓性スリーブ１０のこの幅広部分が壁を
外へ拡げ、同部分を滑って離れてゆく壁部分を視認診察できるようにする。カメラによっ
て視える画像は、無線で、物体１４９から適当な受像機へ送信される。検査は、カメラか
らの画像を記録するビデオ又はスチールが作成された後に行うことができる。
【０１８１】
　図１０は、或る形状をしている可撓性スリーブ１０に取り付けられている複数のカメラ
４０２を概略的に示している。カメラ４０２の、結腸ｏ１０７内への送達は、可撓性スリ
ーブ１０の膨張、即ち以上に説明されている様にスリーブが展開して管腔１０７内を前進
してゆくことによる。
【０１８２】
　この実施形態での可撓性スリーブ１０の特性と取り扱いは、以上に説明されているのと
同じである。
【０１８３】
　可撓性スリーブ１０は、管腔１０７内で完全に膨らまされた後、引き出されてもよい。
図１０は、可撓性スリーブ１０が管腔１０７全域を通って引き出されるところを示してい
る。
【０１８４】
　図１０のバルーン４０５及び４０８は、基本的に、可撓性スリーブ１０の２つの拡幅さ
れた部分である。代わりに、それらは、可撓性スリーブ１０に連結されている独立の管に
連結することもできる。
【０１８５】
　代わりに、両方のバルーンは、可撓性スリーブ１０を既に一杯まで又は途中まで伸長（
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膨張）させてから挿入することもできる。
【０１８６】
　バルーン４０８は、可撓性スリーブ１０の追従（最左）端にある。バルーン４０５は、
可撓性スリーブ１０に沿って、それらバルーンの特徴的な直径に相当する距離、典型的に
は数センチメートルの距離で、バルーン４０８に近接している。
【０１８７】
　２つのバルーン４０５と４０８は、膨らまされると管腔１０７の壁に係合する。前記膨
張は、カメラ４０２が壁の写真を撮れるように壁をカメラ４０２から適当な距離に保つよ
うに適合されている。１つの実施形態によれば、６つのカメラ４０２が３対で使用されて
いる。
【０１８８】
　カメラの視野は、２つの分かれて拡がって行く点線４０９で表わされている。この例に
示されている３対のカメラのそれぞれでは、対になった２つのカメラは視界が重なり合っ
ている。２つの視野を重ねることで、管腔１０７壁の３次元（３Ｄ）画像の再現が可能に
なる（両眼視差法）。
【０１８９】
　代わりに、３Ｄ画像の再現は、２つのカメラではなく単一のカメラから収集されたデー
タにより実施することもできる。
【０１９０】
　例えば、第２のカメラをミラーチェーンに置き換え、画像データをチェーンの１つの点
と別の点から二者択一的に収集するようにしてもよい。更に別のオプションは、単一のカ
メラが結腸に沿って引き出されてゆく軌道の異なった点で撮影された単一カメラの複数シ
ョットから３Ｄ画像を再現することである（運動視差）。更に別のオプションに、米国特
許６，５０３，１９５号に記載されている様な構造化された光深度抽出がある。１つ又は
それ以上のカメラからの画像データは、無線式、即ち送信機を介するか、或いは電気コー
ド又は光ファイバー（図示せず）の様な配線によるかの何れかで、外部のコンピュータに
送ることができる。
【０１９１】
　図１０の例では、それぞれのカメラ４０２は、管腔の壁を照らし出すための、ＬＥＤの
様な単純な光源を担持している。代替には、深度抽出の場合の構造化された光源がある。
その様な光源は、深度抽出のための画像を記録するカメラから離して置かれるのが好適で
あるが、とはいえ、同じ面、例えばバルーン４０５及び／又は４０８の面などに取り付け
られてもよい。画像データは、スチールかビデオか、また３Ｄかそうでないかを問わず、
リアルタイムで視認されてもよいし、後で視認するために記録されてもよい。３Ｄ画像再
現方法の記載は、米国特許第６，５０３，１９５号、同第６，７９８，５７０号、同第６
，９４９，０６９号、同第６，７４９，３４６号、同第６，５６３，１０５号、同第５，
７５１，３４１号、及び同第５，６７３，１４７号に見つけることができる。
【０１９２】
　画像データを後で視認するために記録しようとするなら、データ収集は、医師ではなく
看護師又は技師によって行われてもよいであろう。そうすれば、医師の注意を、画像を視
ながら同時に内視鏡を取り扱うよりむしろ視ることに、より徹底的に集中させることがで
きるであろう。３Ｄ画像の視認は、人為的な陰影付け、仮想回転、双眼鏡、偏光眼鏡、又
はその他の好都合な３Ｄ表示法を使用して行うことができる。コンピュータ化された３Ｄ
画像事前処理機能が、ヒトの目による特段の注視が必要であろうとされるスポットを選択
しフラグを付けることであろう。
【０１９３】
　次に図１１を参照すると、そこには結腸１０７の医用画像化のための造影剤を送達する
場合の可撓性スリーブ１０の使用の概略説明が示されている。
【０１９４】
　この例では、造影剤は硫酸バリウムであり、これは「バリウム」とも呼ばれる。バリウ
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ムは、結腸画像化のための処置である「バリウムエネマ」と呼ばれる医用画像化技法では
、細かい粒子を水溶液中に懸濁させた懸濁液として使用されるのが普通である。水溶性造
影剤の様な他の造影剤をバリウムの代わりに使用することもできる。ここ図１１では、バ
リウムエネマとは違って、バリウムはバルーン４０５と４０８の間の、結腸１０７の狭い
部分しか満たしていない。
【０１９５】
　以上に説明されている様に、バルーン４０５と４０８は、基本的には、可撓性スリーブ
１０の２つの拡幅された部分である。
【０１９６】
　バルーン４０８は、可撓性スリーブ１０の追従（最左）端にあることが示されている。
【０１９７】
　バルーン４０５は、典型的には数センチメートルの距離でバルーン４０８に近接してい
る。
【０１９８】
　バルーン４０５及び４０８の結腸１０７内への送達は、可撓性スリーブ１０の膨張、即
ち以上に説明されている様にスリーブが展開して結腸１０７の中へ前進してゆくことによ
る。
【０１９９】
　可撓性スリーブ１０が結腸１０７の中へ膨張前進したら、同スリーブは引き出されても
よい。図１１は、可撓性スリーブ１０が結腸１０７を通って引き出されるところを示して
いる。
【０２００】
　図１１では、バリウムはバルーン４０５と４０８の間の結腸を満たしていることが示さ
れている。こうして、バリウムが充填された結腸の分節は、バルーン４０５と４０８の場
所によってはっきりと画定され、制御されることになる。
【０２０１】
　バルーン４０５及び４０８が結腸１０７から（右に向かって）引き出されてゆくと、バ
リウム充填部はバルーンの移動と共に「移動」する。
【０２０２】
　この引き出し中、バルーン４０８の後の結腸１０７の壁に沿ってバリウムを展着させる
ことができる。結腸の壁１０７のこのバリウムによる被覆は、バルーン４０８を結腸１０
７の壁に沿って滑らせて動かすことにより実現される。
【０２０３】
　こうして、結腸１０７の壁のバリウム被覆は、「空気造影バリウムエネマ」によく似た
特別なコントラストを作り出す。図１１の配設の従来式の「空気造影バリウムエネマ」に
勝る１つの利点は、図１１では、バリウムによる壁の被覆がバルーン４０８の大きさと形
状を調節することによって制御できることである。例えば、一般的に、バルーン４０８が
より小さければ、バルーンの後ろの壁のバリウム被覆部はより厚くなるであろう。
【０２０４】
　従来式の「空気造影バリウムエネマ」では、バリウムは、空気の様な気体が結腸の中へ
送り込まれることによって、結腸に沿って押し出される。そのため、従来式のバリウム被
覆形成は、図１１に示されている技法より調整しづらい。
【０２０５】
　図１１では、バリウムの様な造影剤は、送達管８６を介し開口部８９を通って結腸の中
へ送達される。
【０２０６】
　送達管８６は、可撓性スリーブ１０又は同スリーブ内部に取り付けられていてもよい。
【０２０７】
　管８６が可撓性スリーブ１０に連結されている場合は、可撓性スリーブ１０が結腸１０
７内で展開してゆく間、送達管８６も展開する。
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【０２０８】
　図１１の装置と方法は、結腸エネマ以外の処置や場所、例えば薬剤を導入する場合など
に使用することもできる。
【０２０９】
　同様に、管８６が所望の場所へ展開された後、同管に緩い吸引を掛けることもできる。
【０２１０】
　よって、それが十分に強い材料で形成されている場合には、液又は流体を管腔内部の様
々な場所から引き出せる。
【０２１１】
　本考案の別の実施形態によれば、展開した８６そのものを、管腔の壁をマッサージする
のに使用することができる。この場合には、管は、管腔の壁に沿うような、又は一度に管
腔の一部がマッサージされるような、寸法とすることができる。
【０２１２】
　マッサージは、可撓性スリーブ１０そのものを動かすことによるか、可撓性スリーブ１
０を通して流体の流れを送ることによるか、或いは膨らまされたバルーンの様なマッサー
ジをする物体を、伸長させた管を満たしている流体を用いて又は通して動かすことにより
、提供することができる。
【０２１３】
　出願時点で出願者に知られている本考案の好適な実施形態及び最良の態様についての以
上の記述は例示と説明を目的に提示されている。それらの記述は本考案を余すところなく
説明しようとするものでも開示されている厳密な実施形態に限定しようとするものでもな
く、上記教示に鑑み、数多くの修正又は変型が可能であることは明白である。実施形態は
、本考案の原理及びその実際の適用を最適に説明し、それにより、当業者が本考案を様々
な実施形態で、考えられる特定の使用に適応させた様々な修正を施して利用できるように
するために、選定され、記載された。
【０２１４】
　ここに引用されている参考文献は、本考案に適用できる多くの原理を教示している。従
って、追加的又は代替的な詳細事項、特性、及び／又は背景技術を教示する上で適切な場
合には、これらの公開の全内容を参考文献としてここに援用する。本考案は、その適用に
ついては、本明細書に含まれる記述に述べられ図面に示されている詳細事項に限定されな
いものと理解されたい。本考案は、他の実施形態の余地があり、様々なやり方で実践し、
実施できる。当業者には、以上に記載されている本考案の実施形態に対し、付随の特許請
求の範囲の中で請求項により定義されている本考案の範囲から逸脱することなく様々な修
正及び変更を加えることができることは容易に理解されるであろう。
【符号の説明】
【０２１５】
　　１０　可撓性スリーブ
　　１２　管腔
　　１３　可撓性折畳スリーブ部
　　１５　ポンプ装置
　　１６　流体
　　１７　圧力提供用の管
　　１８　展開スリーブ部分
　　１９　コンパクト折畳スリーブ部分
　　２１　バルーン
　　２３　排流チャネル、パススリーブ
　　２４　スリーブの近位端
　　２５　配管接続具
　　３０　直腸
　　３１　肛門



(43) JP 3182553 U 2013.4.4

　　８６　送達管
　　８９　開口部
　　１００　内視鏡器械
　　１０１　排流チャネル、挿入道具
　　１０３　可撓性スリーブ
　　１０４　容器
　　１０５　小ホース
　　１０６　排流ポート
　　１０７　結腸
　　１０８　開口
　　１０９　給送保持器
　　１２３　管
　　１３５　内視鏡
　　１３６、１４９　物体（例えばカメラ）
　　１６７　ストロー様の管
　　２０１　スリーブの近位端部分
　　２０３　摩擦点
　　３０２　溜め
　　３２８　キャップ
　　４０２　カメラ
　　４０５、４０８　バルーン
　　４０９　カメラの視野
　　５２３　シース
【手続補正２】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　患者の湾曲した管腔の中へ可逆的に挿入できる内視鏡器械において、
　ａ．近位端と遠位端によって特徴付けられる可撓性スリーブを備えており、前記可撓性
スリーブの前記遠位端は、
　　ｉ．可撓性折畳スリーブ部であって、前記可撓性スリーブの少なくとも一部分が、前
記折畳スリーブ部内に封入されるようにしてコンパクトに折り畳まれて配設されており、
前記コンパクト折畳スリーブ部分は、同スリーブ部分の少なくとも一部分を展開させ、め
くれ返し、こうして同スリーブ部分に前記患者の前記湾曲した管腔内を前進させてゆくよ
うに適合されており、前記折畳スリーブ部は、所定の長さＬfoldによって特徴付けられて
いる、可撓性折畳スリーブ部と、
　　ｉｉ．前記コンパクト折畳スリーブ部と連通している展開スリーブ部分であって、長
さＬunfoldによって特徴付けられていて、前記Ｌunfoldは、前記コンパクト折畳スリーブ
部分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返るにつれて増加する、展開スリーブ部分と、
を備えており、
　前記コンパクト折畳スリーブ部分は、単一のトポロジー的に円筒形のスリーブが提供さ
れるようにして前記折畳スリーブ部内に封入されており、
　更に、前記コンパクト折畳スリーブ部分の前記折畳スリーブ部内への封入は、前記コン
パクト折畳スリーブ部分の少なくとも一部分が展開し、めくれ返ったときに、前記可撓性
折畳スリーブ部が前記湾曲した管腔に関して前進するように提供されており、更に、前記
めくれ返りは、前記展開スリーブ部分の長さＬunfoldを増加させ、その結果、前記可撓性
折畳スリーブ部が前記湾曲した管腔内を自力進行するように提供されている、内視鏡器械
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。
【請求項２】
　流体が前記折畳スリーブ部の中へ導入されて、前記コンパクト折畳部分の少なくとも一
部分をめくれ返し展開させ、そうして同部分が前記湾曲した管腔内を前進してゆくときに
、前記所定の長さＬfoldは実質的に同じに維持され、その結果、（ｉ）前記折畳スリーブ
部、（ｉｉ）前記展開スリーブ部分、及び（ｉｉｉ）それらの何らかの組合せ、から成る
群より選択された（ａ）少なくとも１つと、（ｂ）前記湾曲したルーメンとの間の長手方
向の剪断力が軽減され、前記折畳スリーブ部の前記湾曲した管腔内の前進を可能にする、
請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項３】
　以下の事項、即ち、
　（ａ）流体が前記折畳スリーブ部の中へ導入されて、前記コンパクト折畳スリーブ部分
を展開させ、めくれ返してゆくときに、前記所定の長さＬfoldは実質的に同じに維持され
ること、と
　（ｂ）前記Ｌunfoldは、前記コンパクト折畳スリーブ部分の少なくとも一部分が展開し
、めくれ返るにつれて増加すること、
のうちの少なくとも一方の事項が当てはまり、
　その結果、（ｉ）前記折畳スリーブケーシング、（ｉｉ）前記展開スリーブ部分、及び
（ｉｉｉ）それらの何らかの組合せ、から成る群より選択された（ａ）少なくとも１つと
、（ｂ）前記湾曲したルーメンとの間の長手方向の剪断力が軽減される、請求項１に記載
の内視鏡器械。
【請求項４】
　前記コンパクト折畳スリーブ部分の少なくとも一部分の前記展開は、時間ｔの関数とし
て比Ｌunfold／Ｌfoldで計算された展開関数Ｙによって特徴付けられ、Ｙ（ｔ）は、２つ
の領域、即ち、
　ａ．少なくとも１つの第１の領域０＜ｔ＜ｘ１；ここでは前記Ｙ(t)は実質的に１に等
しい、
　ｂ．少なくとも１つの第２の領域ｔ＞ｘ１；ここでは前記Ｙ（ｔ）は１より大きい、に
よって表される、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項５】
　前記湾曲した管腔の外に保持され且つ前記可撓性スリーブを前記湾曲した管腔に対して
実質的に静止にその所定位置に維持して、前記可撓性スリーブが前進させられる際の同ス
リーブの望まれない移動を防止するように適合されているアンカーユニットを追加として
備えており、前記スリーブの前記近位端は前記アンカーユニットと連通している、請求項
１に記載の内視鏡器械。
【請求項６】
　前記折畳スリーブ部と流体連通していて、流体を同スリーブ部の中へ導入して、前記コ
ンパクト折畳部分の少なくとも一部を展開させるように適合されている流体入力手段を追
加として備えている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項７】
　前記流体は、気体、液体、及びそれらの何らかの組合せ、から成る群より選択される、
請求項６に記載の内視鏡器械。
【請求項８】
　前記展開スリーブ部分に連結されていて、前記コンパクト折畳スリーブ部分の少なくと
も一部分を膨らますように適合されている膨張用の管を追加として備えている、請求項１
に記載の内視鏡器械。
【請求項９】
　前記管は、前記湾曲した管腔から引き出すことができるように前記可撓性スリーブを萎
ませるように適合されている、請求項７に記載の内視鏡器械。
【請求項１０】
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　前記湾曲した管腔は胃腸管である、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項１１】
　前記器械は、患者の結腸を清浄化するように適合されている、請求項９に記載の内視鏡
器械。
【請求項１２】
　前記内視鏡器械は、前記湾曲した管腔の検査を可能にするように適合されている、請求
項１に記載の内視鏡器械。
【請求項１３】
　前記コンパクト折畳スリーブ部分の前記コンパクト折畳配設は、入れ子式配設、経本式
配設、ジグザグ配設、及びそれらの組合せ、から成る群より選択される、請求項１に記載
の内視鏡機器械。
【請求項１４】
　前記可撓性折畳の断面は、その長さに沿って一定した断面である、請求項１に記載の内
視鏡器械。
【請求項１５】
　前記可撓性折畳の断面は、その長さに沿って変化している断面である、請求項１に記載
の内視鏡器械。
【請求項１６】
　前記可撓性折畳スリーブ部の少なくとも一部は、前記可撓性スリーブの長さに沿って準
周期的に可変である断面を有している、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項１７】
　前記可撓性折畳の断面の少なくとも一部は、連なったソーセージ様の断面、数珠様断面
、及びそれらの何らかの組合せである、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項１８】
　前記可撓性スリーブの直径は、同スリーブが膨らまされても変わらない、請求項１に記
載の内視鏡器械。
【請求項１９】
　前記可撓性スリーブは、少なくとも１つの開口を追加として備えている、請求項１に記
載の内視鏡器械。
【請求項２０】
　前記可撓性スリーブは前記管腔の清浄化に適合されており、よって清浄化用の流体が前
記開口を抜けて流出するようになっている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項２１】
　前記可撓性スリーブの前記管腔内への挿入を容易にするように適合されている除去でき
るキャップを追加として備えている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項２２】
　前記除去できるキャップには水が充填される、請求項２１に記載の内視鏡器械。
【請求項２３】
　前記除去できるキャップは、前記管腔の中へ挿入されると、融解、軟化、又は溶解、及
びそれらの何らかの組合せ、を呈する材料で作られている、請求項２１－２２に記載の内
視鏡器械。
【請求項２４】
　前記除去できるキャップは、それぞれが前記可撓性スリーブの中を液の流れによって引
き戻されるように十分に小さい、幾つかの分節を備えている、請求項２１－２３に記載の
内視鏡器械。
【請求項２５】
　前記可撓性スリーブは、ポリエチレン（好適には低密度ポリエチレン）、ポリプロピレ
ン、ポリウレタン、及びそれらの何らかの組合せ、から成る群より選択された材料で作ら
れている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項２６】
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　前記可撓性スリーブは、内視鏡を同スリーブの中へ挿入できるように設計され、作製さ
れている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項２７】
　前記可撓性スリーブは、物体を同スリーブの中へ挿入できるように設計され、作製され
ている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項２８】
　前記物体は、カメラ、分離可能なカプセル、放射線源、光線、Ｘ線、陽電子放射線、他
の放射能、及びそれらの何らかの組合せ、から成る群より選択される、請求項２７に記載
の内視鏡器械。
【請求項２９】
　前記物体は、前記可撓性スリーブに直接連結されている、請求項２７に記載の内視鏡器
械。
【請求項３０】
　前記物体は、前記可撓性スリーブが前記管腔内で一杯まで伸長させられた後に、同スリ
ーブの中へ導入される、請求項２７に記載の内視鏡器械。
【請求項３１】
　前記物体は、前記可撓性スリーブと共に前進するように、前記可撓性スリーブが前記管
腔内で一杯まで伸長させられていない状態で導入される、請求項２７に記載の内視鏡器械
。
【請求項３２】
　前記可撓性スリーブは、同スリーブの少なくとも１つの幅広区間によって特徴付けられ
る、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの幅広区間は、前記管腔の視認検査ができるように、同管腔の壁を
拡げるように適合されている、請求項３２に記載の内視鏡器械。
【請求項３４】
　複数のカメラが前記可撓性スリーブの少なくとも１つの場所に連結されている、請求項
１に記載の内視鏡器械。
【請求項３５】
　複数のカメラが前記可撓性スリーブの中へ導入される、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項３６】
　前記管腔の医用画像化に適合されている少なくとも１つの造影剤が前記可撓性スリーブ
の中へ導入される、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの造影剤は、一旦、前記可撓性スリーブが一杯まで伸長させられて
から導入される、請求項３６に記載の内視鏡器械。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの造影剤は、硫酸バリウム、水溶性造影剤、及びそれらの何らかの
組合せ、から成る群より選択される、請求項３６に記載の内視鏡器械。
【請求項３９】
　薬剤が前記可撓性スリーブを通して前記管腔の中へ導入される、請求項１に記載の内視
鏡器械。
【請求項４０】
　前記可撓性スリーブは、前記管腔の壁の少なくとも一部をマッサージするように適合さ
れている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項４１】
　前記可撓性は、前記管腔の壁をマッサージするように同管腔の壁に沿う、請求項１に記
載の内視鏡器械。
【請求項４２】
　前記可撓性スリーブの少なくとも一部分は、より狭い断面積によって特徴付けられてい
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る、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項４３】
　前記折畳スリーブ部分、前記展開スリーブ部分、及びそれらの何らかの組合せ、から成
る群より選択された少なくとも１つは、２Ｄ又は３Ｄの何れかのリアルタイム画像を提供
するように適合されている少なくとも１つのカメラ、超音波センサー、超音波源、放射線
センサー、放射線源、及びそれらの何らかの組合せ、から成る群より選択された少なくと
も１つの要素を追加として備えている、請求項１に記載の内視鏡器械。
【請求項４４】
　前記管腔の中へ挿入するように適合されている排流チャネルを追加として備えており、
前記可撓性スリーブは、前記排流チャネル内部に配置され、同チャネル及び前記管腔を通
って伸長しており、それにより、洗浄液は、前記管腔から外へ前記排流チャネルを通って
排流される、請求項１－４３の何れか１項に記載の内視鏡器械。
【請求項４５】
　前記排流チャネルに連結されている少なくとも１つの可膨張性バルーンを追加として備
えており、前記バルーンは、前記管腔内部で膨らまされ、前記膨らまされたバルーンは前
記排流チャネルと一体に、前記排流チャネルを所定位置に維持して如何なる望まれない移
動も防止する、請求項４４に記載の内視鏡器械。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】

【図２Ａ】
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